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Ⅰ は じ め に 

 

１ 趣 旨 

   本書は，青少年健全育成条例（昭和 35年宮城県条例第 13号。以下「条例」という。）第 13条の

規定により，県が，毎年度，青少年及び青少年を取り巻く社会環境の状況並びに青少年の健全な育

成に関して講じた施策の内容をとりまとめ，報告書として作成するものです。 
 

 

【青少年健全育成条例（抜粋）】 

（施策の公表） 

第１３条 県は，毎年度，青少年及び青少年を取り巻く社会環境の状況並びに青少年の健全な育

成に関して講じた施策の内容を公表するものとする。 

 
 

２ 掲載内容 

   本書では，条例第 11 条の規定により策定する青少年の健全な育成に関する基本計画（以下「計

画」という。）をもとに，平成 30年度における主要指標の達成状況及び県が実施した青少年関連事

業等についてとりまとめ，掲載しています。 
 

３ 計画の進行管理 

   計画の進捗状況については，条例第 13 条の規定により，県が，毎年度，青少年及び青少年を取

り巻く社会環境の状況並びに青少年の健全な育成に関して講じた施策の内容を公表します。 

   公表に当たっては，数値化が可能な事項については数値目標を設けるとともに，評価及び検証を

行い，宮城県青少年問題協議会の意見を聴取します。 

 

青少年の健全な育成に関する基本計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎ子ども・子育て幸福計画(第Ⅰ期) 

（計画期間：H27年度～R1年度） 

 

新みやぎ子どもの幸福計画 

（計画期間：H22年度～H26 年度） 

見直し後の 

「青少年の健全な育成に関する基本計画」 

（(第１次)後期：H23 年度～H27 年度） 

H22年度に中間見直し 

子ども・若者育成支援推進法(H22.4.1 施行)第９条

に基づく，子ども・若者計画作成の努力義務。 

青少年の健全な育成に関する基本計画（(第１次)計画期間：H18年度～H27年度） 

共通の目的・施策の方向性 

青少年健全育成条例第 11条に基づき作成 

「青少年の健全な育成に関する基本計画（第２次）」 

（計画期間：H28年度～R2年度） 

H28年 3月に改訂 
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青少年の健全な育成に関する基本計画（第２次）について 

 

１ 策定の趣旨 

青少年が将来に希望を持って健やかに成長し，円滑な社会生活と幸せな家庭生活を営むことができ

るよう，青少年を取り巻く良好な環境を整備し，青少年の健全な育成に取り組むことは，本県の重要

課題です。 

近年，急激な社会環境の変化により，いじめ，児童虐待，貧困，有害情報の氾濫などの問題が深刻

化しています。また，ニート，ひきこもり，不登校等社会生活を円滑に営む上での困難を有する青少

年の問題，さらには東日本大震災で被災した青少年への継続的支援など，取り組むべき課題が多様化

しています。 

宮城県では，これまで，平成 18 年度に策定した「青少年の健全な育成に関する基本計画」に基づ

き，青少年の健全な育成に関する様々な施策を推進してきました。 

この計画は，青少年を取り巻く環境の変化や新たな課題に対応した計画とし，「宮城の次代を担う，

思いやりと寛容な心を持ち，未来をたくましく志向する青少年をはぐくむ」ことを目指して，青少年

の健全な成長を支援する関係機関等の取組の基本的な方向を示すものとして策定するものです。 

 

２ 計画の性格・位置付け 

この計画は，青少年健全育成条例（昭和 35年宮城県条例第 13号。以下「条例」という。）第 11条

第１項に規定する基本計画であり，平成 27 年度までを計画期間として青少年の健全な育成に関する

施策を推進してきた「青少年の健全な育成に関する基本計画」の第２次計画として策定します。 

また，この計画は，子ども・若者育成支援推進法（平成 21年法律第 71号）第９条に規定する都道

府県子ども・若者計画として位置付けるとともに，「みやぎ子ども・子育て幸福計画」，「宮城県教育

振興基本計画」等の青少年育成支援の関連計画との連携を図るものとしています。 

なお，子どもの医療・保健のほか，子育て支援，学校教育の視点など，より専門的な事項について

は，県の他の計画等との重複を避ける観点から，この計画には記載していない場合があります。 

 

３ 計画の期間 

平成 28年度から令和２年度までの５年間とします。 

 

４ 計画の対象 

この計画の対象となる青少年は，乳幼児期からおおむね 30 歳までとしていますが，その中でも，

特に，集団内で自己主張を始める少年期からおおむね 30 歳までの育成課題及び育成施策を取り上げ

ています。 

なお，職業的自立に対する支援施策については，30 歳代までを対象とします。 
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５ 基本理念等 

  ①基本理念 

「宮城の次代を担う，思いやりと寛容な心を持ち，未来をたくましく志向する青少年を 

はぐくむ」 

 

②青少年育成の３つの柱 

柱Ⅰ すべての青少年の健やかな成長を支援する 

   柱Ⅱ 困難を有する青少年やその家族を支援する 

   柱Ⅲ 青少年の健やかな成長を社会全体で支えるための環境を整備する 

 

③６つの重点施策と 12の施策の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ すべての青少年の健やかな成長を支援する 

１ 青少年の豊かな心と健やかな体の育成 

 

 

２ 青少年の社会参加・職業的自立の促進      

  

 

(1) 青少年の自己形成支援 

(2) 青少年の健康と安心の確保 

 

(1) 青少年の社会参加・活躍支援 

(2) 青少年の職業的自立・就労等支援 

Ⅱ 困難を有する青少年やその家族を支援する 

３ 困難を有する青少年やその家族への支援 

 

 

４ 青少年の非行や被害の防止・保護 

Ⅲ 青少年の健やかな成長を社会全体で支えるための環境を整備する 

５ 青少年を支援するネットワークづくり 

 

 

６ 青少年を取り巻く社会環境の整備 

(1) ニート･ひきこもり･不登校等の青少年等への支援 

(2) 震災に起因する困難な状況への対応 

(1) 青少年の非行防止活動の推進 

(2) 青少年の被害防止・保護活動の推進 

(1) 関係機関相互の連携強化 

(2) 地域等と連携した健全育成活動の推進 

(1) インターネット社会への対応 

(2) 有害環境の浄化対策の推進 
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図２　出生数と合計特殊出生率の推移（宮城県）
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Ⅱ 青少年の現状について 

 

１ 青少年を取り巻く社会環境の変化 

（１）少子化の進展 

  本県の 30 歳未満人口（0～29 歳）は，昭和 50 年以降，ほぼ一貫して減少しており，総人口に占

める割合も，昭和 49 年に初めて 50％を下回り，その後，全国の傾向と同様に低下を続けています。 

  令和元年 10 月 1 日現在は，総人口の約 230 万 6 千人のうち，30 歳未満人口は約 62 万人で，全

体の 26.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本県の出生数は，昭和 50 年以降減少傾向にあり，令和元年は 14,947 人となっています。 

  合計特殊出生率については，平成 17 年に 1.24 まで低下し，その後は 1.30 前後で推移していま

したが，令和元年は 1.23 となり，過去最低値を更新しました。 

 

 

（出典）総務省「国勢調査」，「人口推計（各年 10月１日現在）」 

（出典） 厚生労働省「人口動態統計」 

図２ 出生数と合計特殊出生率の推移（宮城県） 
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（２）インターネット社会の進展 

  青少年のインターネット利用状況については，青少年の 93.2％がインターネットを利用しており，

学校種別では高校生の 99.1％がインターネットを利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   スマートフォンを利用する青少年の保護者の 84.8％がいずれかの方法で子供のネット利用を管

理しています。実施している取組みは，フィルタリング利用が 37.4％，子供のネット利用状況の

把握が 39.6％と上位を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）令和元年度 内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」 

（出典）内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」 

 内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」は，全国の青少年（満 10歳から満 17歳まで）及び 

青少年の同居保護者を対象に無作為抽出により調査されており，都道府県別の数値は算出されていません。 

インターネット利用率
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図３ インターネット利用率（機器・学校種別）（全国）
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（３）雇用環境の変容 

  完全失業率（15 歳以上の労働力人口のうち，完全失業者の割合）は，平成 15 年以降低下を続け

た後，平成 20 年に発生した世界金融危機後の景気の悪化により上昇に転じましたが，ここ数年は

再び低下しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者（15～29 歳）の完全失業者数は，令和元年度は 15～19 歳が 3 万人，20～24 歳が 20 万人，

25～29 歳が 20 万人となり，平成 12 年以降減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省「労働力調査」 

（出典）総務省「労働力調査」 
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雇用者（役員を除く。）に占める非正規の職員・従業員の割合は，15～24 歳（在学者除く。以下

同じ。）では下降傾向が続いており，令和元年は 26.0%となっています。また，25～34 歳でもここ

数年緩やかな下降傾向が続いており，令和元年は 24.8%となっています。 
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図７ 非正規雇用者比率の推移（全国）
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（出典）総務省「労働力調査」

（注）ここでいう非正規雇用者比率とは，役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合のことをいう。
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２ 青少年の現状 

（１）若年無業者・フリーター 

  若年無業者（15～34 歳の非労働力人口のうち，家事も通学もしていない者）の数は，概ね横ば

いで推移しています。また，フリーターについては，15～24 歳は前年に比べ 2 万人の減少，25～

34 歳は 3 万人の減少となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総務省「労働力調査」は，標本調査として調査されており，都道府県別の数値は算出されていません。 
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図８ 若年無業者数の推移（全国）

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳

（万人）

（年）平成

（出典）総務省「労働力調査」

（注）１．ここでいう若年無業者とは，15～34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者。
２．平成23年の数値は，岩手県，宮城県及び福島県を除いたものである。
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図９ フリーター（パート・アルバイトとその希望者）の数の推移（全国）

15～24歳 25～34歳
（出典）総務省「労働力調査」

（注） ここでいう「フリーター」とは，男性は卒業者，女性は卒業者で未婚の者とし，①雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」か「アル

バイト」である者，②完全失業者のうち 探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者，③非労働力人口で家事も通学もしていない「その
他」の者のうち，就業内定しておらず，希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者としている。
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（２）ひきこもり 

  県では，各保健福祉事務所においてひきこもりの専門相談を実施しているほか，平成 26 年 1 月

に県精神保健福祉センター内に宮城県ひきこもり地域支援センターを設置，平成 27 年 8 月に南支

所を開設し，相談支援を実施しています。 

  ひきこもり地域支援センターの設置により，平成 26 年度以降，相談件数は大きく増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）いじめ，不登校，中途退学（高等学校） 

  本県の小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は 16,844 件（全国 612,496

件）と前年度より 1,921 件減少しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

（出典）宮城県保健福祉部精神保健推進室資料 

（注）上記相談件数は，対象者の年齢別の統計はとっていないため，全年齢層の件数である。 
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本県の不登校出現率は，小学校 1.02％（全国 0.83％），中学校 5.10％（全国 3.94％）となり，依

然として高水準で推移しています。 

一方，高等学校の不登校出現率は 2.59％（全国 1.58％）であり，前年度より減少していますが，

依然として全国と比べ高い状況にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
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本県の高等学校の中途退学率は 1.5％（全国 1.3％）であり，中途退学の事由は「進路変更」が最

も多く，次いで「学校生活・学業不適応」となっています。 

 

 

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

（注）H25 から調査対象に通信制課程高校が含まれている。 

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
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（４）少年非行 

本県の刑法犯少年の再犯者率（再犯者の割合）は，３割前後で推移し，令和元年は 34.7％で，前

年に比べ 9.3 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

（５）薬物事犯 

  宮城県警による令和元年中の少年による薬物事犯の検挙人員は，覚醒剤事犯が１人，大麻事犯が

３人，麻薬及び向精神薬事犯１人と前年度に比べて増加しています。 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

0 2 1 1 0 0 5

覚醒剤事犯 0 1 1 0 0 0 1

大麻事犯 0 0 0 1 0 0 3

麻薬及び向精神薬事犯 0 1 0 0 0 0 1

あへん事犯 0 0 0 0 0 0 0

　　総　数

区分　　　　　　　　年別

（出典）宮城県警察本部統計

表１　本県における少年による薬物事犯の検挙人員（単位：人）

 

（出典）宮城県警察本部統計 

【凡例用語の定義（警察庁統計より）】 

※刑法犯少年…刑法犯の罪を犯した犯罪少年で，犯行時及び処理時の年齢がともに 14 歳以上 20 歳未満の少年をいう。 

※再犯者…非行を犯した者であって，当該非行の以前に非行を犯し，処分を受けたことのある者。処分の未決・既決は問わず，

触法少年時に受けた処分や警察限りの扱いも含む。 
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（６）児童虐待 

  令和元年度に宮城県（仙台市を除く。）の児童相談所が対応した児童虐待相談件数は，1,238 件と

なり，平成 30 年度の 894 件から 344 件（約 38.5％）増加となっています。 

  

 

（７）貧困問題 

  我が国における子どもの貧困率は平成6年から上昇傾向にあり，平成24年には過去最高の16.3％

を記録し，平成 27 年は 13.9％，平成 30 年は 13.5％と緩やかに減少していますが，おおむね 7 人

に 1 人の子どもが貧困の状況にあります。 

  平成 30 年における子どもがいる家庭（現役世帯）の相対的貧困率は 12.6％であり，そのうち，

大人が 1 人の世帯の相対的貧困率が 48.1％と，大人が 2 人以上いる世帯の 10.7％に比べて非常に

高い水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課

資料 

表 2 貧困率の年次推移 

新基準

相対的貧困率 12.0 13.2 13.5 13.8 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1 15.7 15.4 15.8

子どもの貧困率 10.9 12.9 12.8 12.2 13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 13.5 14.0

10.3 11.9 11.6 11.3 12.2 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 12.6 13.2

大人が一人 54.5 51.4 50.1 53.5 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.1 48.2

大人が二人以上 9.6 11.1 10.7 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 10.7 11.3

 中　央　値　　 ( a ) 216 227 270 289 297 274 260 254 250 244 244 253 245

 貧　困　線     ( a/2 ) 108 114 135 144 149 137 130 127 125 122 122 127 122

　　2)　2015（平成27）年の数値は、熊本県を除いたものである。

　　3)　2018（平成30）年の「新基準」は、2015年に改定されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、

　　　「企業年金・個人年金等の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。

　　4)  貧困率は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいて算出している。

　　5)  大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。

　　6)  等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。

2000
（　12）

（ 単  位 ： ％ ）

子どもがいる現役世帯

（ 単 位 ： 万 円 ）

注：1)  1994（平成６）年の数値は、兵庫県を除いたものである。

2003
（　15）

2006
（　18）

2009
（　21）

2012
（　24）

2015
（　27）

2018（　30）1985
（昭和60）年

1988
（  63）

1991
（平成３）年

1994
（　６）

1997
（　９）

（出典）厚生労働省「国民生活基礎調査」 
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（出典）厚生労働省「国民生活基礎調査」 

図16　貧困率の年次推移
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注：1) 1994（平成６）年の数値は、兵庫県を除いたものである。

2) 2015（平成27）年の数値は、熊本県を除いたものである。

3) 2018（平成30）年の「新基準」は、2015年に改定されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から

更に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金・個人年金等の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。

4)  貧困率は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいて算出している。

5) 大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。

6)  等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。

％ ％

相対的貧困率

子どもの貧困率

（左軸）



 

- 15 - 

 

３ 主要指標の状況について 

   「青少年の健全な育成に関する基本計画（第 2 次）」の実効性を確保するため，令和元年度におけ

る目標値を設定した主要指標（27）の状況は，以下のとおりです。 

 

柱Ⅰ すべての青少年の健やかな成長を支援する 

●重点施策１ 青少年の豊かな心と健やかな体の育成 

ここでは 8 の指標のうち，前年度より目標値に近づいたもの又は目標を達成しているものは 3 指

標あり，このうち「4 「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合」と「7 現役進学達成率の全国

平均とのかい離（高等学校）」については，令和 2 年度目標値を達成しています。また，「1 児童

の朝食欠食率」については，平成 30 年度より 1.3％減少し，目標値に近づきました。 

一方，目標値から遠ざかった指標は 1 指標あります。「6 平日に家庭等での学習時間が２時間以

上の生徒の割合（高校２年生）」については，平成 30 年度から 1.3％減少し，過去４年間で最も低

い数値となりました。学習習慣の定着に向けて，学校と家庭が連携して学習をしやすい環境づくり

を進めていく必要があります。 

   その他の指標では，「5 平日に家庭等での学習時間を確保している児童生徒の割合（小学校 30

分以上，中学校 1 時間以上）」のように小学校では目標値に近づき，全国平均を上回る結果となり

学習習慣が定着しつつあると捉えることができますが，中学校では目標値から遠ざかる結果となっ

ています。 

 

●重点施策２ 青少年の社会参加・職業的自立の促進 

ここでは 5 つの指標のうち，前年度より目標値に近づいたもの又は目標を達成しているものは 3

指標あり，このうち「9 県内に配置されたＪＥＴプログラムによる外国語指導（仙台市を除く）」

については，令和 2 年度目標値を達成しています。また，「13 新規高卒者の３年後の離職率」に

ついても，目標値を達成しました。 

一方，「10 内閣府青年国際交流事業への参加者数」については前年度と同様に目標には届かず，

国際的視野を身につけた次代を担う人材を育成するためにも，より一層の広報，啓発により参加を

促していく必要があります。 

 

柱Ⅱ 困難を有する青少年やその家族を支援する 

●重点施策３ 困難を有する青少年やその家族への支援 

ここでは 3 つの指標のうち，２つの指標で目標値より遠ざかっております。「14 不登校児童生

徒の在籍者比率（出現率）」については，小中学校において前年度より増加しました。一方，「15 不

登校生徒の在籍者比率（高等学校）」については前年度よりやや改善されましたが，全国の不登校

出現率を依然として上回っている状況にあります。不登校の未然防止・早期発見・早期対応に向け

ての取組を重点的に行うとともに，不登校生徒の状況を的確に把握し，社会的自立のために必要な

資質・能力の育成を図る取組を充実させていくことが必要です。「16 地域若者サポートステーシ

ョンにおける新規登録者数」については，前年度より減少しておりますが，有効求人倍率が高い水

準で推移していたため，サポートステーションに新規登録する前に進路決定した方が一定数いたた

めと考えられます。支援対象者の掘り起こし等，他支援機関とのより一層の連携が必要です。 
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●重点施策４ 青少年の非行や被害の防止・保護 

   ここでは 2 つの指標を設定していますが，「18 『児童・生徒会活動を通じて，いじめの問題を考

えさせたり，生徒同士の人間関係や仲間づくりを促進した』と答える学校の割合」については，小・

中学校ともに令和 2 年度目標値を達成しています。各学校において，児童生徒がいじめ問題を自分

たちの問題として捉え，児童会や生徒会の活動等で取り上げるなど主体的な取組を推進しており，

いじめフォーラムの開催を契機としている傾向が見られるため，今後もその機運を高めていくよう，

啓発を行っていく必要があります。「17 里親等委託率」については，前年度より増加し，目標値

に近づきました。里親やファミリーホームへの委託が推進されていると言えます。 

 

柱Ⅲ 青少年の健やかな成長を社会全体で支えるための環境を整備する 

●重点施策５ 青少年を支援するネットワークづくり 

   ここでは 7 つの指標のうち，1 指標が目標値を達成しました。「21 青少年育成推進指導員の研修

参加率」については，昨年度より 17.7％増加し，令和 2 年度目標値を達成しています。また，「22 

地域学校協働本部設置市町村数」については，新たな組織として 6 市町村に設置され，徐々に目標

に近付いています。 

   「25 保育所等利用待機児童数」については，保育所整備が積極的に進められておりますが，潜

在的待機児童もいることから目標を達成できていません。市町村と協力し多様な就労スタイルに対

応した保育サービスの実施に向けて様々な対策を講じる必要があります。 

 

●重点施策６ 青少年を取り巻く社会環境の整備 

ここでは 2 つの指標を設定しています。「26 携帯電話のフィルタリング機能利用割合（高校生）」

については，前年度より減少しました。携帯電話販売時のフィルタリングサービスの定着や学校に

おけるフィルタリングについての啓発活動を浸透させるために，より一層の取組が必要です。「27 

インターネットの安全利用に関する講話の実施件数」については，前年度より 2 件減少しており，

青少年のスマートフォン等所有率の向上や，青少年がネットトラブルに巻き込まれる事例が散見さ

れる現状から，より一層の周知を図り実施件数を増やしていく必要があります。 

 

以上，27 の主要指標のうち，12 指標で（44.4%）で上昇が見られ，うち 6 指標（22.2%）で目標値が達

成されました。 
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(令和2年12月1日現在)

1 児童の朝食欠食率 小6　4.8% 小6　3.5% ◎ 小6　3.0%以下 教育企画室

小　9.1冊 小　9.6冊 ◎ 小　10冊

中  3.8冊 中  　3.5冊 ↘ 中　 4冊

高　 1.4冊 高　  1.5冊 ◎ 高　 2冊

小6　-9 小6　-4 ◎ 小6　±0

中3　1 中3　－1 ↘ 中3　±0

小6　81.1%
(H29年度数値）

小6　84.4% ◎ 小6　83.0%

中3　71.5%
(H29年度数値）

中3　76.5% ◎ 中3　76.0%

小6　92.3% 小6　92.7% ◎ 小6　93.0%

中3　69.1% 中3　67.2% ↘ 中3　69.0%

6 平日に家庭等での学習時間が２時間以上の生徒の
　割合（高校２年生）

13.7% 12.4% ↘ 20.0% 高校教育課

7 現役進学達成率の全国平均とのかい離（高等学校） 0.4% 1.5% ◎ 1.5% 高校教育課

小　87.5.% － － 小　100%

中　92.7% － － 中　100%

高　88.4% － － 高　100%

9 県内に配置されたＪＥＴプログラムによる外国語指導
　助手の人数(仙台市を除く)

53人 59人 ◎ 46人 国際企画課

10 内閣府青年国際交流事業への参加者数 2人 2人 → 年7人 共同参画社会推進課

11 ＪＩＣA青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア
　　参加者数(累計)

814人 823人 ◎ 843人 国際企画課

12 新規高卒者の就職内定（決定）率 99.7% 99.6% ↘ 100% 雇用対策課・高校教育課

13 新規高卒者の３年後の離職率 40.8% 39.1% ◎ 40.0%以下 雇用対策課・高校教育課

小　0.81% 小　1.02% ↘ 小　0.30%

中　4.87% 中　5.10% ↘ 中　3.00%

再登校　26.7% － － 再登校　40.0%

15 不登校生徒の在籍者比率（高等学校） 2.69% 2.59% ◎ 1.30% 高校教育課

16 地域若者サポートステーションにおける新規登録者数 196人 153人 ↘ 400人 雇用対策課

17 里親等委託率 29.98% 33.33% ◎ 34.0% 子ども・家庭支援課

小　74.4% 小　80.2% ◎ 小　60.0%

中　90.6% 中　89.0% ↘ 中　80.0%

19 青少年育成市区町村民会議等の設置件数 30件 30件 → 35件 共同参画社会推進課

20 子ども・若者支援地域協議会設置市町村数 0市町村 0市町村 → 5市町村 共同参画社会推進課

21 青少年育成推進指導員の研修参加率 51.6% 69.3% ◎ 50.0% 共同参画社会推進課

22 地域学校協働本部設置市町村数 14市町村 20市町村 ◎ 34市町村 生涯学習課

小　17.6% 小　17.4% ↘ 小　20.0%

中　12.9% 中　9.6% ↘ 中　20.0%

高　　8.8% 高　　8.8% → 高　10.0%

小　74.4% 小　77.2% ↘ 小　100%

中　57.7% 中　56.7% ↘ 中　100%

高　72.7% 高　72.7% → 高　100%

25 保育所等利用待機児童数 475人 462人 ◎ 0人 子育て社会推進室

26 携帯電話のフィルタリング機能利用割合（高校生） 54.9% 54.5% ↘ 80.0% 高校教育課

27 インターネットの安全利用に関する講話の実施件数 10件 8件 ↘ 30件 共同参画社会推進課

※前年度（平成30年度）と比較し，目標値に近づいた指標については◎で表している。

※前年度（平成30年度）と比較し，数値に変化がない指標については「→」，目標値から遠ざかった指標については，「↘」で表している。

※目標値を達成している指標を網掛けしている。

Ⅲ 青少年の健やか
な成長を社会全体
で支えるための環境
を整備する

５ 青少年を支援するネッ
トワークづくり

23 全授業日数中，社会人講師等が教えている日数の
　　割合

２ 青少年の社会参加・職
業的自立の促進

義務教育課・高校教育課

24 10日以上授業公開日を設定している学校の割合 義務教育課・高校教育課

６ 青少年を取り巻く社会
環境の整備

Ⅱ 困難を有する青
少年やその家族を
支援する

３ 困難を有する青少年や
その家族への支援

14 不登校児童生徒の在籍者比率（出現率） 義務教育課

４ 青少年の非行や被害
の防止・保護

義務教育課

義務教育課

5 平日に家庭等での学習時間を確保している児童生徒の
　割合（小学校30分以上，中学校１時間以上）

義務教育課

8 小・中学校・高等学校における薬物乱用防止教室の
　開催率（私立含む）

スポーツ健康課・
薬務課・少年課

担当課室

宮
城
の
次
代
を
担
う

、
思
い
や
り
と
寛
容
な
心
を
持
ち

、
未
来
を
た
く
ま
し
く
志
向
す
る
青
少
年
を
は
ぐ
く
む

Ⅰ すべての青少年
の健やかな成長を
支援する

1 青少年の豊かな心と健
やかな体の育成

2 小中高校生の１ヶ月間の平均読書冊数 生涯学習課

3 全国学力・学習状況調査の全国平均正答率とのかい離 義務教育課

4 「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合

※　Ｈ30年度は調査内容が違ったことからＨ29年度数値との比較

18 「児童・生徒会活動を通じて，いじめの問題を考えさせた
　　り，生徒同士の人間関係や仲間づくりを促進した」と答え
　　る学校の割合

青少年の健全な育成に関する基本計画（第２次）の推進に係る主要指標一覧表

基 本
理 念

青少年育成の
３つの柱

６つの重点施策 主　要　指　標 Ｒ元年度 進捗度Ｈ30年度 R2目標値
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重点施策１　青少年の豊かな心と健やかな体の育成

２　指標名　 小中高校生の１ヶ月間の平均読書冊数　　

【全国平均値等との比較】
平均読書冊数については，小学生，中学生において全国平均を下回っている。

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
○子どもが読書に親しみ，読書を楽し
む習慣を身につけるための取組の推
進。
○「学校支援を行う図書館・公民館図
書室をサポートするセット」(略称：学サ
ポセット)による図書の貸し出し。

【実績・成果】
○全校一斉読書活動の実施状況（平
成28年度「学校図書館の現状に関する
調査」）
　小学校    96.9％
　中学校    87.1％
　高等学校 40.0％
○学サポセット貸出状況
　10市町村 11館 40セット貸し出し

【前年度との比較】
　前年度より小学生では0.5冊，高校生では0.1冊増加したが，中学生
では0.3冊減少している。

【現況値についての考察】
　小学生，中学生，高校生の全校種で目標値未達となった。

【課題】
　平均読書冊数については，小学生，中学生において全国平均を下
回っていることから，全校種において全国平均を上回るよう各種施策
を推進する必要がある。
（全国値:小学生11.3冊，中学生4.7冊，高校生1.4冊）【関連事業名】

・8 市町村子ども読書活動支援事業

【目標値の設定理由】
　「第四次みやぎ子供読書推進計画」の中で，令和５年度までの目標
としている数値と同じとしている。

高 1.5 2 1.4 1.5 2

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標指標作成課室：生涯学習課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　読書は豊かな心とたくましく生き抜く力を育む上で欠かせないもので
あることから，読書活動推進に向けた取組状況を把握するための指標
として設定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単
位

（
冊
数

）

小 9.6 9.4 9.1 9.6 10

中 3.9 4 3.8 3.5 4

【全国平均値等との比較】
全国平均値と比較すると朝食欠食率は下回っている。

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

令和元年度 令和2年度

単位（％） 3.8 4.1 4.8
【目標値の設定理由】
　平成29年3月に策定した「第2期宮城県教育振興基本計画」におい
て，全国10位程度の数値となる3.0％を目標値として設定した。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

【前年度との比較】
　前年度より1.3ポイント好転している。

【現況値についての考察】
　近年悪化傾向にあったものの，全国と同様に令和元年度は好転し
た。（令和元年度全国平均値：4.7％）。

【課題】
　子供の生活習慣を，個々の家庭の問題としてではなく，社会全体の
問題として認識し，地域一丸となって改善を図るため，「みやぎっ子ル
ルブル推進会議」の取組をより一層，推進していく必要がある。

【関連事業名】
・1 基本的生活習慣定着促進事業

【概要】
・子供の規則正しい生活リズム

（食習慣の定着を含む。）の確
立に向けた行政，地域，団体，
企業等の連携による「みやぎっ

子ルルブル推進会議」の活動
を基本として，事業を実施。
・関係各課室において取組を

実施。

※　ルルブルとは，しっかり寝

ル・きちんと食べル・よく遊ブで
健やかに伸びルの語尾から
とった造語。

【実績・成果】

・紙芝居演劇の上演：20回

・みやぎっ子ルルブルフォーラムの開催：参加者

　120人（仙台市）

・ルルブル親子スポーツフェスタの開催：参加者

　約155人（石巻市）

・ルルブルロックンロ～ル♪教室の実施：40回

・みやぎっ子ルルブル推進優良活動団体表彰：

　12団体

・小学生ルルブルポスターコンクール表彰：19人

・ルルブル通信発行：3回

・新規会員登録数：2団体

・ルルブル・エコチャレンジ事業の実施：参加者

　23,294人（認定証送付人数）

・基本的生活習慣定着パンフレットの増刷・配布

・スマホ・携帯などの使用について考える・話し合う

　リーフレットの作成・配布

・子育て世代を対象にしたフリーペーパーへの

　情報掲載（1誌）

・子育て世代を対象にしたイベントへのブース出展

Ⅲ　青少年の健全な育成に関する基本計画(第２次)の推進に係る主要指標について

目標指標作成課室：教育企画室

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　生活習慣の乱れは，健康の維持のみならず，気力や意欲の減退，
集中力の欠如など学習面でも大きな影響を及ぼすことが指摘されて
いることから，全国学力・学習状況調査(小学校6年生）の子供たちの
朝食欠食率を規則正しい生活習慣の定着度合いを測る指標として設
定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度

3.5 3.0以下

１　指標名　 児童の朝食欠食率



 

- 19 - 

 

 

３　指標名　 全国学力・学習状況調査の全国平均正答率とのかい離

４　指標名　 「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合

【全国平均値等との比較】

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　全国学力学習状況調査を活用
し，児童生徒の一層の学力向上
に向け，学習指導の改善と家庭
学習の充実を図るとともに，今後
の教育施策の企画・立案に資す
る。

【実績・成果】
　指導主事学校訪問を通して，協働に
よる授業づくりが定着しつつある。各校
において，教職員が学力向上に係る課
題を共有し，協働性を発揮しながら分
かりやすい授業づくりが進んでいる様
子が見られた。

【前年度との比較】
　　「授業が分かる」と答えた小中学生の割合は，小学校，中学校とも
に，平成29年度より上昇した。
※  平成30年度は，国語の「授業が分かる」との問いの代わりに理科の同様の

問いに変更となり，正確な実績値を記載することができなかった。

【現況値についての考察】
　「授業が分かる」と答えた小中学生の割合は，小学校，中学校ともに目標値を

上回り，小中連携による研修会や教員の授業改善の成果が表れつつある。

【課題】
　県教育委員会は，本県児童生徒の学力向上を最重点事項と考えて
おり，児童生徒の学習定着の状況を把握し結果を授業改善に生かし，
児童生徒の一層の学力向上に向け，教員の指導力向上と児童生徒
の学習習慣の形成及び教育環境基盤の充実に地道に努めていく。【関連事業名】

・9 小中学校学力向上推進事業

中 71.6 71.5 － 76.5

81.1 － 84.4 83.0

【目標値の設定理由】
　平成27年度実績値を踏まえ，小学校においては約0.4％，中学校は
約0.5％を伸び率として設定し，平成32年度には小学校において
83.0％，中学校は76.0％に到達することを目標と設定した。

76.0

（仙台市を　　含む　・　含まない）

【全国平均値等との比較】

目標指標作成課室：義務教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　学力のうち，学ぶ力を身に付けた児童生徒の割合を見るために授業の理解度
を示す指標である「授業がよく分かる」及び「授業がだいたい分かる」と答えてい
る児童生徒の割合とした。指標は「国語の授業の内容がよく分かる・だいたい分
かる」「算数・数学の授業の内容がよく分かる・だいたい分かる」と答えた児童生
徒の割合を平均化した値である。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単
位

（
％

）

小 80.0

0
【目標値の設定理由】
　学力向上対策等の取組を通じて「全国平均正答率」に到達するよ
う，最終目標値を小・中学校ともに±０以上と設定した。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　全国学力学習状況調査を活用
し，児童生徒の一層の学力向上
に向け，学習指導の改善と家庭
学習の充実を図るとともに，今後
の教育施策の企画・立案に資す
る。

【実績・成果】
　全ての小・中学校の研究主任等を対
象に，「学力向上研修会及び学力・学
習状況調査活用研修会」　を開催し，
今回の結果を踏まえて，小・中学校の
課題を共有した上で各学校の分析結
果を日常の授業改善に生かすことがで

きるよう促した。

【前年度との比較】
　小学校では，全国平均正答率とのかい離がやや縮まったが，中学校では，全
国平均正答率との比較で，＋１ポイントから－１ポイントになった。

【現況値についての考察】
   小学校では，全国平均正答率とのかい離が-4ポイントで依然として全国平
均値を下回っており，一層の授業改善が必要である。
    中学校では，全国平均正答率とのかい離は-1ポイントで差はわずかだが，全
国平均値を上回るよう授業改善を進める必要がある。
　 県内においては全国平均値を大きく上回っている市町村もあることから，成果
を挙げている市町村の好事例を広く発信し，学力向上に向けて更なる教育活動
の改善と充実を目指していく。

【課題】
　県教育委員会は，本県児童生徒の学力向上を最重点事項と考えて
おり，児童生徒の学習定着の状況を把握し結果を授業改善に生かし，
児童生徒の一層の学力向上に向け，教員の指導力向上と児童生徒
の学習習慣の形成及び教育環境基盤の充実に地道に努めていく。【関連事業名】

・9 小中学校学力向上推進事業

目標指標作成課室：義務教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　全国学力・学習状況調査は，全国の全ての公立学校が参加する調査であり，
宮城県の児童生徒の学力のレベルを全国との比較から経年で測定できる。調査
の内容は，年度によって異なるため難易度も変動するが，乖離については難易
度の変動の影響を受けにくい数値であるため，経年変化の測定には適切であ
る。年度により理科等の教科が加わることがあるが，毎年実施される国語と算
数・数学の値のみを取り上げる。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単
位

（
％

）

小 -5 -7 -9 -4 0

中 0 -2 1 -1
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【全国平均値等との比較】

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　各校での小テストの実施，課
題の提示，みやぎ学力状況調査
を用いた学力向上に向けた授業
改善。

【実績・成果】
　学力状況調査の結果から，平日
に家庭等における学習時間が2～
3時間の生徒の正答率が最も高
く，学校で宿題や課題，小テスト
の回数が多いほど，正答率が上
昇することが明らかになった。

【前年度との比較】
　前年度より1.3ポイント下降した。

【現況値についての考察】
　過去5年間で最も低い数値となった。スマートフォンの利用時間が増
加するのに対し，家庭での学習時間が減少し，学習習慣の定着に大
きな課題があると言える。

【課題】
　各校で適度な小テストの実施や家庭での学習課題を提示するなど，
家庭学習時間を増加させる工夫が必要である。また，みやぎ学力状
況調査の結果から，スマートフォンの使用の仕方が，家庭学習に集中
できない要因となっていることが窺えることから，学校と家庭とが連携
して対応策を検討する必要がある。

【関連事業名】
・12 高等学校学力向上推進事業

13.7 13.7 12.4 20.0
【目標値の設定理由】
　平成26年度以降，平日に2時間以上学習する生徒の割合は13％前
後で推移している。
　第2期教育振興計画において，目標数値を20.0％（目標年度：
平成32年度）としていることから，同様に本計画の目標数値とする。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

【全国平均値等との比較】

６　指標名
平日に家庭等での学習時間が２時間以上の生徒の割合

（高校２年生）
目標指標作成課室：高校教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　生徒の学力向上を図り，希望進路を実現させるためには，生徒に十
分な学習時間を確保する必要がある。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（％） 13.3

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　全国学力学習状況調査を活用
し，児童生徒の一層の学力向上
に向け，学習指導の改善と家庭
学習の充実を図るとともに，今後
の教育施策の企画・立案に資す
る。

【実績・成果】
　「学力向上に向けた5つの提言」にお
いて「家庭学習時間を確保すること」を
掲げ，指導・助言を継続してきた。さら
に，リーフレット「学力向上に向けた５つ
の提言－理解　継続　自校化」を基に，
実践の一層の充実と自校化を促した。
市町村教育委員会においても，家庭学
習リーフレットや教育フォーラム等にお
いて家庭学習の習慣化に向けた積極
的な取組が見られた。

【前年度との比較】
　小学校では前年度より0.4ポイントを上回り，中学校においては1.9ポイント下
回った。

【現況値についての考察】
　小学生の家庭等での学習時間は，全国学力・学習状況調査の全国平均
（90.2％）を上回っており，学習習慣が定着しつつあると捉えることができる。ま
た，中学生の家庭等での学習時間は，全国平均値（69.8％）を下回っており，学
習習慣の定着に向けた取組の強化が必要ある。

【課題】
　県教育委員会は，本県児童生徒の学力向上を最重点事項と考えて
おり，児童生徒の学習定着の状況を把握し結果を授業改善に生かし，
児童生徒の一層の学力向上に向け，教員の指導力向上と児童生徒
の学習習慣の形成及び教育環境基盤の充実に地道に努めていく。【関連事業名】

・9 小中学校学力向上推進事業

【目標値の設定理由】
　これまでの実績を踏まえ，小学校，中学校とも年次毎におおよその
伸び率を0.4％とし，平成32年度の目標を小学校では93.0％，中学校
では69.0％と設定した。

中 66.2 67.9 69.1 67.2 69.0

（仙台市を　　含む　・　含まない）

90.7 90.6 92.3 92.7 93.0

５　指標名　　
平日に家庭等での学習時間を確保している児童生徒の割合

（小学校30分以上，中学校１時間以上） 目標指標作成課室：義務教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　学力のうち，学ぼうとする力を身に付けた児童生徒の割合を見るた
めに，自主的に学習に取り組む姿勢や意欲を反映する指標が適当と
考え，平日に家庭等で学習時間を確保している児童・生徒の割合とし
た。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単
位

（
％

）

小
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【前年度との比較】
　

【現況値についての考察】
　薬物乱用を未然に防止するため，100％の開催率を目指して，必要
性の周知を徹底していく必要がある。

【課題】
 ・開催率は高止まりの状態ではあるものの，すべての学校での開催
には至っていない。また，学校においては，薬物乱用防止教室は重要
だと認識していながらも未実施校がある。
・講師情報等の提供をするとともに，薬物乱用防止教室の開催の必要
性を私立学校にも周知していく事が必要である。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

82.0 90.1 87.5 - 100

【全国平均値等との比較】

現況値に対しての評価・考察

【概要】
  薬物乱用防止教室の開催を推
進するため，指導者（教員，学校
医，学校薬剤師，保健福祉関係
職員，警察職員等）に対して，学
校教育及び児童生徒の実情等
についての講習会を開き，薬物
乱用防止教室の開催を推進する
ことにより，薬物乱用防止教育
の充実に資する。

【実績・成果】
　文部科学省委託事業に該当しなかっ
たため予算が取れず「薬物乱用防止教
室指導者講習会」を開催できなかっ
た。

【関連事業名】

・22 薬物乱用防止教室の開催　・89 薬物乱用防止教室講師育成・派遣事業

・90 薬物乱用防止教室指導者講習会

【目標値の設定理由】
  　　　　　　　　 小学校   中学校    高校
平成27年度　　  74.6       81.4　　  83.1
平成28年度　　　82.0       83.8 　　 83.9
平成29年度　　　90.1　     91.7      84.4
平成30年度　　　87.5       92.7      88.4
　中学校及び高等学校における薬物乱用防止教室は，学校保健計画
に位置付けることとなっており，指導の一層の充実を図るためにも，開
催率100％を目指す目標値として設定した。

【指標の設定理由】
  中学校・高等学校における薬物乱用防止教室の開催については，
学校保健計画に位置付けることとなっていることから，薬物乱用を未
然に防止するための取組の充実度を表す指標として設定した。

88.4 - 100

83.8 91.7 92.7 - 100

高

目標達成に向けた取組内容等

中

目標達成に向けた取組内容等

現　　況　　値 目標値

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単
位

（
％

）

小

83.9 84.4

2.3 0.4

現況値に対しての評価・考察

【概要】
〇進学拠点校等充実普及事業

　県内各地の進学指導の推進力となる

高等学校10校を指定し，各種事業を推進

した。

・学習習慣診断カードによる家庭学習習

慣の定着

・模試分析ワークショップによる，進路指

導体制の改善

・授業構成・教材研究法講座による教師

の授業力向上

・大学のオープンキャンパスへの参加に

よる生徒の進学意識の高揚

【実績・成果】
　各校の進路指導体制の充実と
生徒の学習意欲の向上により，
現役進学率はここ数年高い数値
で推移している。

【前年度との比較】
　前年度より1.1ポイント上昇した。

【現況値についての考察】
　最近10年間の推移を見ると，全国平均を上回っている状況が続いて
いる。

【課題】
　地域の将来を支える人材育成を目指し，生徒が希望している国公立
大学等への進学を達成させるため，地域の拠点校どうしが連携を取り
ながら進路指導の改善を図る支援をしていくことが必要である。【関連事業名】

・13 進学拠点校等充実普及事業

【全国平均値等との比較】

８　指標名　
小・中学校・高等学校における薬物乱用防止教室の開催率

（私立含む） 目標指標作成課室：スポーツ健康課，薬務課，警察本部少年課

1.5 1.5
【目標値の設定理由】
　平成27年度は，本県の現役進学達成率は90.9％で，全国平均と比
較して，+1.1の乖離となり，それまでの目標値を上回ることができた。
第2期教育振興計画においては，平成32年度の目標値としている+1.5
としていることから，同様に本計画の目標数値とする。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

７　指標名 現役進学達成率の全国平均とのかい離（高等学校） 目標指標作成課室：高校教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　本県では長く現役での進学達成率が低迷し，全国での順位も40番
台，全国平均との乖離も-2を超える時期が続いていたことから，現役
進学達成率を改善するため指標を設定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（％） 1.1

私立を含んだ数値私立を含んだ数値
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重点施策２　青少年の社会参加・職業的自立の促進

50 51 53 59

９　指標名　
県内に配置されたＪＥＴプログラムによる外国語指導
助手の人数

現況値に対しての評価・考察

【概要】
　宮城県においては，英語圏の
国々から招致した青年が，各市
町村の幼稚園，保育園，小学
校，中学校で英語を教え，また，
国際交流事業に携わり，地域住
民と様々な形で交流を深めてい
る。このことにより，県内外国語
教育の充実と地域レベルでの草
の根国際交流を図り，諸外国と
の相互理解と国際化を進めてい
る。

【実績・成果】
　JETプログラムによる招致者の
大部分が，市町村立中学校を
ベース校として勤務している。複
数の小学校にも訪問し，平成23
年度から開始された外国語活動
にも積極的に関わることで，外国
語教育の充実に大きな役割を果
たしている。また，地域住民として
各種行事等にも参加し，地域の国
際交流に力を発揮している。
　[目標値を達成している。]

【前年度との比較】
　前年度から６人の増となった。その内、美里町では民間委託から
JETプログラムによるALTが新たに3名配属され、幼稚園や小中学校
での指導を行っている。
【現況値についての考察】
　近年は，児童・生徒数が減少傾向にあるが，新学習指導要領による
小学校での外国語活動・外国語の導入に伴い，英語の授業時数が増
加することからALTの需要も増加傾向にある。一方で，日本人教諭の
ALT活用については十分とは言えないことから，今後もその活用方法
を検討し，質の向上に努めるとともに，引き続き英語教育に十分な人
数の確保をしていくことが必要である。

【課題】
　児童・生徒数の減少にともなう学校の統廃合がすすむ中で，ALTの
数が減少することも予想される。一方，コミュニケーション力を培う言語
活動を実践的に行うためにも，県内市町村においてALTを活用した学
校教育や地域交流を行うための長期的な視点での計画的な雇用が
必要である。

【関連事業名】
・38 外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）

46
【目標値の設定理由】
　少子化等の影響を考慮し，現状維持を目指し，平成27年度実績値を
目標値に設定。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標指標作成課室：国際企画課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
  学校等に勤務する外国語指導助手の人数が，国内外で活躍する青
少年の育成につながるため，指標として設定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（人）

現　　況　　値 目標値

目標達成に向けた取組内容等

【全国平均値等との比較】

 10　指標名 内閣府青年国際交流事業への参加者数 目標指標作成課室：共同参画社会推進課

【指標の設定理由】
  青年の国際的視野を広げ，また，国際社会の各分野で指導性を発
揮できる青年の育成を目指す本事業への参加者数を青少年の国際
交流活動の推進状況を図る指標とした。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（人）
※年間を通じて

4 4 2 2 7
【目標値の設定理由】
　過去10年間のうち，最大で6人の参加があったが，ここ数年，参加者
数が2，3人程度である。震災後，さまざまな場面で国際交流の機会が
増えていることも社会的要因として考慮し，ここ数年の実績（2，3人）
の倍の参加者を目標値として設定した。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
  内閣府青年国際交流事業は，
内閣府が主催し，日本と世界各
国の青年の交流を通じて，相互
理解と友好を深め，広い国際的
視野と国際協調の精神を身につ
けた次代を担うにふさわしい青
年の育成を目的している。毎年，
各都道府県で募集を行い，応募
者に対し試験を行い，内閣府に
推薦する者を選定している。

【実績・成果】
　宮城県からは2人参加した。
・世界青年の船事業　1人
・日本・韓国青年親善交流事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　1人

【前年度との比較】
　前年度と同数の2人が参加した。

【現況値についての考察】
　震災以降，応募者数自体の減少に伴い，参加者数も減少している。
応募者数については，平成30年度は4人，令和元年度は6人と増加し
たが，参加者数については，前年度と同様であった。

【課題】
　本事業の参加者は，その後，青年海外協力隊や青年国際交流機構
に所属して，国際交流に係る諸活動の担い手となっている。国際的視
野を身につけた次代を担う人材を育成するためにも，より一層広報，
啓発を行い，参加を促していく必要があると考える。【関連事業名】

・37 内閣府「青年国際交流事業」の募集等

【全国平均値等との比較】

 



 

- 23 - 

 

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
  新規高校卒業者のうち，就
職を希望する者に対して，宮
城労働局（ハローワーク）･県
教育委員会等と連携して，
各種支援事業を実施するこ
とにより，新規高卒者の就
職促進を図るとともに，若年
労働者の確保による県内企
業の活性化を図る。

【実績・成果】
（１）求人確保対策
　①雇用要請（経済5団体に対する訪
　　問要請並びに県内外業種別団体・
　　事業所に対する雇用勧奨文送付）
（２）就職支援対策
　①合同就職面接会
　　(2回　参加161社　参加生徒254人)
　②合同企業説明会
　　(6回　参加392社　参加生徒3,483人)
　③高校生就職達成ｾﾐﾅｰ
　　(30回　参加1,706人)
　④みやぎ高校生入社準備ｾﾐﾅｰ
　　(26回　参加1,751人)

【前年度との比較】
　前年度より0.1ポイント低下した。

【現況値についての考察】
　復興・復旧需要及び被災企業の事業再開など，企業の高い採用意
欲を反映し，高い水準となっている。

【課題】
　復旧・復興需要などにより就職内定率が高くなっていることから，今
後も関係機関との連携を図りながら，高い内定率の維持を図る必要が
ある。

【関連事業名】
・40 高卒就職者援助事業
・42 進路達成支援事業
【全国平均値等との比較】
全国平均値は3月末現在までの公表のため，3月末現在で比較すると，全国平均99.4%に対し，本県は99.1％と下回っているが，高い水準
であり，かつ大差もなく，問題はない。

99.7 99.6 100

【目標値の設定理由】
　平成29年3月卒新規高卒者の就職内定率は，復興・復旧需要及び被災企業の
事業再開など，特殊要因により99.5％と，高い水準となっているが，この数値を
引き続き維持することとして設定した。（仙台市を　　含む　・　含まない）

 12　指標名 新規高卒者の就職内定（決定）率 目標指標作成課室：雇用対策課，高校教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　就職が決まらずに高校を卒業した者は，フリーターやニートになる可
能性が高く，こうした状況は本人にとっての将来のキャリア形成に支
障となるだけでなく，労働力人口の減少やこれまで培われてきた知
識・技能が継承されないなど，本県の将来のものづくり産業を支える
人材の確保という点でも大きな課題であるため，宮城県の将来を担う
新規高卒者の就職内定率を目標指標として設定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（％） 99.5 99.6

【前年度との比較】
　前年度より９人増加した。

【現況値についての考察】
　本県出身JICAボランティアの参加者数は，平成３０年度と比較し，９
人増加している。これは，JICAによる啓発セミナーの開催や関係機関
によるポスター掲示等の広報活動の効果が一定程度あったものと考
えられる。

【課題】
　JICAボランティア参加者には，国際協力活動に従事して得た知識や
経験を，帰国後，社会還元していくことが期待されている。国際的な視
野をもった青少年を育成する観点から，引き続き，ボランティアについ
ての広報・啓発を実施していく必要がある。【関連事業名】

現況値に対しての評価・考察

 11　指標名
ＪＩＣＡ青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア参加者数

（累計）

843

目標指標作成課室：国際企画課

【全国平均値等との比較】

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　青年海外協力隊等のJICAが行うボランティア活動参加者数を海外
で活躍する青少年を育成するための指標として設定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（人） 788 800 814 823
【目標値の設定理由】
　平成24年度～平成26年度までの増加人数の平均(17.5人)をもとに，
平成26年度を初期値として設定した。平成26年度の参加人数738人
に平成32年度まで17.5人毎年増加すると，17.5（人数）×6（年）＋738
人（平成26年度）＝843人（平成32年度目標値）となる。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標達成に向けた取組内容等

【概要】
　独立行政法人国際協力機構
（JICA）では，青年海外協力隊
や日系社会ボランティア等，開発
途上国の人々と共に生活し，
個々の技術や経験を活かしなが
ら，人々の自助努力の促進と相
互理解を図ることを目的とした協
力活動を展開する海外ボランティ
ア事業を実施している。

【実績・成果】
　令和元年度には，JICAで春，秋
の2回，ボランティアの募集を行
い，選考を実施した。合格したボラ
ンティアは国内訓練を行い，それ
ぞれ6月，9月，12月の3回に分か
れ，任国へ赴任した。
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【全国平均値等との比較】
全国平均39.2%より0.1ポイント下回っている。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　高卒・新入社員等を対象に
したセミナーやカウンセリン
グ等を行うとともに，新入社
員の職場定着に課題を抱え
る企業に対する助言等を行
うことにより，新規高卒者等
の新入社員の職場定着の
向上を図る。

【実績・成果】
・セミナー開催：53回
・支援対象企業数：402社
・支援対象従業員数：537人
・対象企業における新規高卒者の従業
　員離職率8.57％

【前年度との比較】
　前年度より1.7ポイント減少した。

【現況値についての考察】
　平成26年度（平成23年3月卒）以降，離職率は低下傾向にあり，全
国平均を下回っている。

【課題】
　離職率の低減に向け，引き続き関係機関との連携を図りながら，よ
り実効性のある定着支援に取り組む必要がある。

【関連事業名】
・43 若者等人材確保・定着支援事業

【目標値の設定理由】
　全国平均よりも高い離職率であることから，当面は40％以下に抑え
る取り組みを目指し設定した。

単位（％） 42.2 41.2 40.8 39.1 40.0以下

【指標の設定理由】
　新規高卒者の就職内定率は6年連続で99％を上回る高水準となっており，就
職環境は良好な状況となっている。一方で，新規高卒者の3年後の離職率は全
国平均よりも高く，早期に離職した高校生は，職業経験の不足などにより再就職
が難しくなるだけでなく，「フリーター」や「ニート」になる可能性も高まる。こうした
状況は本人にとっての将来のキャリア形成に支障となるだけでなく，労働力人口
の減少やこれまで培われてきた知識・技能が継承されないなど，本県の将来の
ものづくり産業を支える人材の確保という点においても大きな課題であるため，宮
城県の将来を担う新規高卒者の3年後の離職率を目標指標として設定した。

現　　況　　値 目標値

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度

新規高卒者の３年後の離職率 目標指標作成課室：雇用対策課，高校教育課

令和元年度 令和2年度

 13　指標名
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重点施策３　困難を有する青少年やその家族への支援

 15　指標名

【全国平均値等との比較】
　全国　不登校生徒数　50,100人　　　不登校出現率　1.58%

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
(1) いじめ・不登校等対策強化事業
　心のケア支援員の配置，心のｻﾎﾟｰ
ﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの配置
(2) 高等学校ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ活用事業
　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの全校配置，ｽｸｰﾙ
ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの配置
(3) 総合教育相談事業
　総合教育センター内の不登校・発達
支援相談室における来所相談・電話
相談対応

【実績・成果】
(1) 心のケア支援員を県立高校32校に
配置，高校教育課に心のｻﾎﾟｰﾄｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰを2人配置した。
(2) ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰを全県立高校72校に
配置し，ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰを36校の県
立高校に配置した。
（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ総相談件数：10,541
件）
(3) 非常勤職員として，精神科医1人
（月1回），臨床心理士7人（1日2人），
相談員7人（1日2人）を配置した。
　総相談件数：1,946件（来所相談720
件，電話相談1,226件）

【前年度との比較】
　前年度より0.1ポイント減少した。

【現況値についての考察】
　令和元年度の宮城県の高等学校における不登校生徒数は，1,531
人であり，前年度と比較すると，93人の減少となった。不登校出現率
（在籍生徒100人当たりの不登校生徒数）も2.59%で前年度から減少し
たが，全国平均の1.58%と比較すると，乖離は僅かに縮小したものの
依然高い数値になっている。不登校の要因は多様・複雑であるもの
の，本人の「無気力の傾向がある」，「いじめを除く友人関係」を理由と
するものが多い。

【課題】
　不登校の未然防止・早期発見・早期対応に向けて，各校の特別活
動における社会性の育成や学びたくなる学校づくりなどの取組を支援
するとともに，不登校生徒の状況を的確に把握し，当該生徒の社会的
自立のために必要な資質・能力の育成を図る取組を充実させていくこ
とが必要である。

【関連事業名】
・50 いじめ対策・不登校支援強化事業
・51 総合教育相談事業
・52 高等学校スクールカウンセラー活用事業

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（％）

不登校生徒の在籍者比率（高等学校） 目標指標作成課室：高校教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　生徒の心の状態を知る一つの手がかりとして出席状況がある。この
ことから，不登校児童生徒の在籍者比率を指標として設定した。

単
位

（
％

）

小 0.52 0.66 0.81 1.02 0.30

中

2.13 2.45 2.69 2.59 1.30
【目標値の設定理由】
　平成20年度の目標設定の際に，平成16年度以降の対前年度差の
平均が-0.05ポイントであり，平成25年度の目標値として，1.30％を定
めた。震災もあり，まだ達成していないことからこの目標値として設定
した。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　不登校児童生徒の未然防止，
早期発見，早期対応ができるよ
う登校支援ネットワーク事業や
教育相談充実事業，生徒指導支
援事業を行う。

【実績・成果】
・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰを仙台市を除く全公立
中学校及び各市町村教育委員会に
176人配置した。
（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ相談件数：46,909件）
・訪問指導員を各教育事務所に54人配
置した。
・ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰを34市町に延べ67
人配置した。（ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ相談
件数：3,411件）
・生徒指導支援員を公立小・中学校50
校に50人配置した。

【前年度との比較】
　前年度より，小学校では0.21ポイント，中学校では0.23ポイント上昇
した。
【現況値についての考察】
   令和元年度における不登校児童生徒数は，小学校で1,185人，中
学校では3,002人である。前年度と比較すると小・中学校とも増加し
た。小・中学校とも本人に係る要因としては「無気力・不安」が最も多
い。不安の要因を学校・家庭に係る要因で区分すると，小学校では家
庭に係る状況が最も多く，中学校ではいじめを除く友人関係を巡る問
題が多い。※再登校率については，令和元年度調査から公表してい
ない。

【課題】
　不登校児童生徒数が増加していることについては，未然防止，早期
対応について一層の取組が必要であり，新規の不登校を抑制する
「行きたくなる学校づくり」を更に推進していく。

【関連事業名】
・48 いじめ対策・不登校支援推進事業

【全国平均値等との比較】
不登校出現率（全国値）【全国比】　小学校：1.02％　（0.83％）【＋0.19】　 　中学校：5.10％  （3.94％）【＋1.16】

平成30年度 令和元年度 令和2年度

4.3
【目標値の設定理由】
　震災後は，特に小・中学校とも不登校児童生徒の在籍者比率が急増している
状況にあり，震災の影響も考えられる。このことから，今後5年間において，現況
値から震災の前の状況に戻すことを視野に入れ，小学校では，平成23年度の
0.32％，中学校では3.02％を基に目標値を設定した。再登校率は，震災前の最
高値39.9％を基に設定した。（仙台市を　　含む　・　含まない）

4.08 4.87 5.10 3.00

再登校 33.9 28.5 26.7 40.0

 14　指標名 不登校児童生徒の在籍者比率（出現率） 目標指標作成課室：義務教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　不登校を理由として長期欠席した児童生徒数の割合を見るために設
定した。出現率は全在籍児童生徒数に占める不登校児童生徒数の割
合を示し，再登校率は，不登校児童生徒に占める再登校できるように
なった児童生徒の割合を示す。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度
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【指標の設定理由】
　無業状態にある若年者を1人でも多く登録に導き，自立支援の対象
とする必要があるため，目標指標として設定した。

153

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

 16　指標名

【全国平均値等との比較】
全国のサポートステーション１か所あたりの新規登録者数91人（宮城県142人÷3か所≒47人）

400

【概要】
　若年無業者等が経済的・社会
的に自立できるように社会人・職
業人としての基本的な能力等の
開発に留まらず，職業意識啓発
や社会への適応を各人の置か
れた状況に応じて個別的かつ継
続的に支援する。

【実績・成果】
（１）若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝの運営支援
　国が設置する地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ
の支援メニューの充実を図るため，実施
事業者に対しメニューの一部を県から委
託
①ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ設置数：県内3か所（～
平成24年度まで2か所，平成25年度から3
か所）
②新規登録者数153人，相談件数2,530
件，進路決定者数91人
（２）宮城県若者自立支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議開
催

【前年度との比較】
　前年度より43人減少した。

【現況値についての考察】
　新規登録者数はその時々の景気や雇用環境等に大きく左右され
る。有効求人倍率が高い水準で推移しており，サポートステーションに
新規登録する前に進路決定した方が一定数いたため，前年度に比べ
て減少したと考えられる。

【課題】
　支援対象者の掘り起こし等，他支援機関とのより一層の連携が必要
である。【関連事業名】

・47 みやぎの若者の職業的自立支援対策事業

地域若者サポートステーションにおける新規登録者数 目標指標作成課室：雇用対策課

現　　況　　値 目標値

測定年度
平成28年度

（初期値）

現況値に対しての評価・考察

（仙台市を　　含む　・　含まない）

単位（人） 332 168 196

目標達成に向けた取組内容等

【目標値の設定理由】
　緊急雇用基金を使用して平成24年度から3年間（石巻は平成25年
度から2年間），サポートステーションを周知・広報するスタッフを雇用し
ていたが，同基金事業は平成26年度をもって終了し，広報体制が手
薄になったことから，400人程度の新規登録者の目標として設定した。
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重点施策４　青少年の非行や被害の防止・保護

【目標値の設定理由】
　平成23年度の初期値をもとに，小・中それぞれ約30を加えた数値を
平成27年度の目標値にしたが，達成できていないことから引き続き目
標値として設定した。

【指標の設定理由】
　いじめ問題の解決には，児童生徒の主体的な参画による取組が有
効であることから，児童・生徒会活動でいじめを防止するための話合
いを取り上げている学校の割合を指標とする。「児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省）を活
用する。

【全国平均値等との比較】
 全国値　小学校：86.7％　　　中学校：85.1％

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　児童生徒の問題行動・不登校
等生徒指導上の諸課題に関す
る調査（文部科学省）を活用し，
児童･生徒会活動を通じて，いじ
めの問題を考えたり，生徒同士
の人間関係や仲間づくりを促進
させ，いじめの未然防止，早期発
見，早期対応を図る。

【実績・成果】
・令和元年8月には，県内の中学生を
対象に「みやぎ中学生いじめ問題を考
えるフォーラム」を開催し，県内72校
1122人の小・中学生が一堂に会してい
じめ防止について話合いを行った。
・平成30年度「小・中学生いじめゼロ
CMコンクール」を開催し，小学校39校，
42作品，中学校が33校，34作品，計
76作品の応募。優秀作品を宮城県の
ホームページに掲載したほか，全作品
を収録したDVDの全小中学校への配
布，民放でのCM放送，Koboパーク宮
城（Koboビジョン）等での上映等を行っ
た。

【関連事業名】

中 80.9 81.2 90.6 89.0 80.0

現　　況　　値 目標値

（仙台市を　　含む　・　含まない）

66.4 74.2 74.4 80.2 60.0

令和2年度

【目標値の設定理由】
　平成27年3月に策定した宮城県家庭的養護推進計画の策定過程に
おいて，県内の各施設や里親会等と調整し，算出したもの。

【指標の設定理由】
　里親等委託率により，里親等の家庭養護への移行状況が把握で
き，また，全国的な数値も示されることから，全国と比較した本県の状
況も把握できるため。

令和2年度

単
位

（
％

）

小

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　児童虐待への社会的関心が高
まっており，今後，児童相談所に
おける虐待相談件数は，増加す
る傾向にある。子どもたちの安全
と安心が担保され，家庭的な環
境で養育されるよう，里親委託
の推進を行っていく。

※児童相談所においては，児童
措置を行う際に，里親委託を優
先に検討しているところである。

【実績・成果】
　震災による親族里親の増加か
ら，里親等委託率は高い数値を
示していると考えられるが，震災
関連児童を除いた場合でも，里親
委託率は33.33%であり，目標に近
づいてきている。

【前年度との比較】
　目標値に近づいてきている。

【現況値についての考察】
　目標値に近づいており，里親やファミリーホームへの委託が推進さ
れているといえる。

【課題】
　今後，社会的養護が必要な児童については，より家庭的な養護を行
うことができる，里親やファミリーホームへの委託を増やしていく必要
がある。委託後の児童が，安全安心な環境で生活ができるよう，里親
やファミリーホームの養育者の個々の力量の向上とともに，里親等へ
の支援体制の充実に努める必要がある。【関連事業名】

・97 児童保護支援事業

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度

目標指標作成課室：子ども・家庭支援課 17　指標名 里親等委託率

現　　況　　値 目標値

【前年度との比較】

　前年度より小学校では5.8 ポイント増加，中学校では1.6ポイント減少した。

【現況値についての考察】

　　小学校は平成30年度から令和元年度については5.8ポイント増加，中学校において
は，1.6ポイントの微減となったが，小･中学校とも目標値を大きく上回っている。各学校
においては，児童生徒がいじめ問題を自分たちの問題として捉え，児童会や生徒会の

活動等で取り上げるなど主体的な取組を推進している結果と捉えている。県教育委員
会としても，令和元年度におけるいじめ問題を考えるフォーラムは中学生を対象とし，
「行きたくなる学校づくりを広げる新たな提案」をテーマに，生徒一人一人がいじめへの

理解を深め，学校の枠を超えて話し合うことをとおして，各学校で実行に移すことができ
るいじめ未然防止のアイデアを発信するなど，主体的な活動を促してきた。今後も，そ
の機運を更に高め，地域へ広げていくよう働き掛けていく。

【課題】
・令和２年度は，令和元年度の取組を共有し，更に推進することをねらいとして中
学生を対象にしたフォーラムを開催する。このフォーラムではいじめを生まない「行
きたくなる学校」について更に話し合い，学校だけでなく，地域等とつながって展
開していく方策を考え，具体のアイディアを発信する。
・また，教員を対象に下研修を仙台弁護士会の協力の下開催し，教員，保護者も
含め，全県的にいじめを許さない気運を作り上げていく。

単位（％） 27.41 29.86 29.98 33.33 34.0

（仙台市を　　含む　・　含まない）

平成30年度 令和元年度

【全国平均値等との比較】

 18　指標名
「児童・生徒会活動を通じて，いじめの問題を考えさせたり，生徒同士の人

間関係や仲間づくりを促進した」と答える学校の割合 目標指標作成課室：義務教育課
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重点施策５　青少年を支援するネットワークづくり

【前年度との比較】
　前年度との変化はない。

【現況値についての考察】
　各市町村に委嘱している青少年育成推進指導員の活動の活性化
が，会議の有効性等に対する理解などにつながっていくものと考え
る。

【目標値の設定理由】
　現在の市町村民会議設置数は30件（旧市町の支部会議含む）であ
り，未設置市町としては9市町である。青少年育成関係団体の後継者
問題や，青少年の減少といった問題を抱えるなかで，地域の実情に
合った活動を展開してもらう基盤づくりを検討していかねばならないこ
とからこの目標を設定した。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　青少年健全育成活動の活性化のた
めには，地域に自立的な活動団体が
設置され，地域の実情に応じた諸活
動が主体的に実施されることが必要
である。青少年育成市区町村民会議
が未設置の地域については，これま
で同様，該当市区町村や既存の青少
年健全育成団体へ設置を働きかけ続
けるとともに，自立的な活動に有用な
情報の提供や助言を行う。

【実績・成果】
　令和元年度は新たな組織設置
には至らなかった。

 19　指標名 青少年育成市区町村民会議等の設置件数 目標指標作成課室：共同参画社会推進課

現　　況　　値

【課題】
　インターネットの普及に伴う犯罪被害やいじめ等青少年を取り巻く問
題が深刻化する中，学校や家庭だけでなく，地域全体としての取組も
必要とされている。その活動の中心となるのが青少年育成市町村民
会議である。そのため，青少年育成指導員の活動の活性化を図り，会
議の重要性・有効性に対する行政機関や住民等の理解を深めること
で，設置率の向上を図る必要があると考える。

【関連事業名】
・105 市町村民会議活動支援事業

平成30年度 令和元年度

目標値
【指標の設定理由】
　地域における青少年健全育成活動は，行政と地域住民が一体とな
り，地域の実情に応じ主体的に実施されることが必要と考えられること
から，関係機関と連携した青少年育成活動の展開を示す指標として設
定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 令和2年度

単位（件数） 30 30 35

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　子ども・若者支援推進法第19条第1項で，県・市町村に対し，地域協
議会の設置に努めることが求められていることから，協議会設置市町
村の数を指標とした。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度

30 30

平成30年度 令和元年度 令和2年度

単　　位
（市町村）

【目標値の設定理由】
　毎年，協議会設置市町村が1つずつ増加することを想定して，5年間
で5市町村と設定した。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

0 0 0 0 5

【全国平均値等との比較】

 20　指標名 子ども・若者支援地域協議会設置市町村数 目標指標作成課室：共同参画社会推進課

【全国平均値等との比較】
子ども・若者支援地域協議会設置状況（内閣府，令和2年3月31日）
都道府県：42，政令指定都市：14，その他の市町村：70

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　子ども・若者育成支援推進法
第19条第１項は，県・市町村に
対し，社会生活を円滑に営む上
での困難を有する子ども・若者に
対する支援が効果的かつ円滑に
実施されるよう，関係機関等によ
り構成される子ども・若者支援地
域協議会の設置を求めている。

【実績・成果】
　未だに県内で設置している市町
村はないが，「宮城県子ども・若
者支援地域協議会」において，4
圏域で協議会の構成機関のほ
か，市町村担当者や地域のNPO
団体を集めた実務担当者部会を
開催し，地域でのネットワーク構
築の促進を図っている。また，石
巻圏域（石巻市・東松島市・女川
町）に「石巻圏域子ども・若者支援
地域協議会」を設置し，支援体制
の強化を図っている。

【前年度との比較】
　前年度と変化はない。

【現況値についての考察】
　現在は，県が設置している「宮城県子ども・若者支援地域協議会」へ
の参加を促進し，圏域ごとのネットワーク構築を行っている。

【課題】
　実態の把握，地域資源（支援機関）の不足のため，設置に至ってい
ないものと思われる。県で設置している「子ども・若者支援地域協議
会」を通して，地域資源の発掘に努め，適宜，市町村へ情報を伝達し
ながら，各市町村での支援体制構築を促進していく必要があると考え
る。

【関連事業名】
・104 子ども・若者支援ネットワークの推進
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【概要】

　県内各地域で活動を続ける

青少年育成推進指導員が中

心となり，青少年の健全育成

に関し企画・立案してもらい，

できる限り現場のニーズに

合った研修会を展開し，活動

意欲に結びつけることができる

ように工夫している。また，参

加メンバーが固定化しないよう

に，研修大会を県内8地区で巡

回開催したり，地域毎の地域

研修会開催など，積極的に参

加しやすいよう努めている。

【実績・成果】

・委嘱状交付式・研修会

　共通テーマ「推進指導員への期待」

　日時：令和元年7月4日(木)～31日(水)

　参加者：122人(うち推進指導員109人)

・研修大会(北海道・東北ブロック研修会）

　全体会議・事例検討会（分科会）

　日時：令和元年10月25日(金)10:00～15:00

　会場：東京エレクトロンホール宮城

　参加者：93人（うち推進指導員20人）

・青少年健全育成みやぎ県民のつどい

　日時：令和元年11月13日(水)13:00～16:00

　会場：利府町公民館文化ホール

　参加者：188人（うち推進指導員56人）

・地域研修会

　演題：「青少年のインターネット安全利用への関わり方につい

て」

　日程・会場

　①令和2年年2月 7日　登米合同庁舎

　②令和2年2月14日　　栗原合同庁舎

　③令和2年2月18日　　自治会館

　④令和2年2月28日　　大河原合同庁舎(中止)

　参加者

　①26人（うち推進指導員18人）

　②14人（うち推進指導員6人）

　③25人（うち推進指導員14人）

・年間を通した青少年育成推進指導員の研修参加率（重複分

を除く）は129人（69.3％）

 21　指標名 青少年育成推進指導員の研修参加率

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【前年度との比較】
　前年度より約18％増加した。

【現況値についての考察】
　隔年の青少年育成推進指導員の委嘱替えに伴い，研修会を地
域毎に8地区で実施したため，参加率がアップした。また，県民の
つどいでは「青少年にとって魅力ある地域づくり」をテーマに事例
発表やパネルディスカッションを取り入れたことが，研修意欲を深
める要因になったと思われる。

【課題】
研修大会を県内8地区で巡回開催したり，地域毎の地域研修会
開催など，青少年育成推進指導員が参加しやすいよう努めている
が，再任を繰り返している青少年育成推進指導員も多く，高齢化
により参加率に影響を及ぼしているのではないかと思われる。

【関連事業名】
・109 青少年育成支援者養成事業

 22　指標名　 地域学校協働本部設置市町村数

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　青少年育成推進指導員の研修への参加は，自らの資質の向上と青
少年健全育成への活動意欲を示す目安として，参加率を指標として設
定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（％） 49.4 71.2 51.6 69.3

目標指標作成課室：生涯学習課

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【前年度との比較】
　地域学校協働本部が設置されている市町村は，昨年度の14から20市町村に
増加した。また，それに類する協議会を設置している市町村も６つあり，７割を超
える市町村で体制整備が図られている。
【現況値についての考察】
　地域学校協働本部の整備では，市町村に１つの本部より，きめ細かい活動が
しやすい体制として，小・中学校区ごとに設置を検討している市町村が増えてい
る。これから組織化を進める場合は，学校運営協議会の設置を見据えながら検
討していくことも望まれる。

50.0
【目標値の設定理由】
　これまでの研修会への参加率は，30％以下という状態であったが，
参加しやすいようにそれぞれの居住地域圏で開催する研修会を追加
したことにより参加率の増加が期待できることから，目標値を設定し
た。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

【全国平均値等との比較】

目標指標作成課室：共同参画社会推進課

【概要】
　市町村訪問を行い，文部科学省の
委託事業である「仮設住宅の再編等
に係る子供の学習支援によるコミュニ
ティ復興支援事業」を活用し，全額国
庫負担でプラットフォーム事業を実施
してもらうよう，事業採択に向けて働き
かけた。
　コーディネーター養成等の研修会と
コーディネーターの交流の機会を設
け，学び合いを図った。

【実績・成果】
　協働教育プラットフォーム事業に取り
組む市町村は，平成28年度まで32市
町村と順調に増加した。平成29年度か
ら放課後子ども教室推進事業と統合
し，「地域学校協働活動推進事業」と事
業名を改め，34市町村全てに地域学校
協働活動の推進組織となる「地域学校
協働本部」の設置を働き掛け，令和元
年度は２０市町村に設置された。

【課題】
　「仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援事業」
は令和２年度が終期となる。「地域と学校の連携・協働体制構築事業」への移行
に向け，コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進が求められ
ており，協働本部の整備と地域学校協働活動推進員の配置がさらに必要となっ
ている。

【関連事業名】
112 地域学校協働活動推進事業

【全国平均値等との比較】
地域学校協働本部の整備状況
全国の公立小・中・義務教育学校のうち５０．５％が地域学校協働本部を整備している。　宮城県　５２．９％
　

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　子どもを地域全体で育むために，家庭・地域・学校をつなぐ仕組みを
つくり，家庭・地域の教育力の向上と，学校教育の充実を目的としてい
るため。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単　　位
（市町村）

0 5 14 20 34
【目標値の設定理由】
　平成27年度は，設置されている市町村はない。
　平成29年に社会教育法が改正されたことに合わせ，平成29年度か
ら令和２年度までに，年間9市町村ずつ，全34市町村の設置を目指す
もの。

（仙台市を　　含む　・　含まない）
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18.2 17.8 17.6 17.4 20.0

23　指標名　 全授業日数中，社会人講師等が教えている日数の割合 目標指標作成課室：義務教育課，高校教育課

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　学校教育における地域人材の活用度合いを量るため，公立学校に
おいて，全授業日数中（200日と設定），ボランティアを含めた社会人
講師等を活用した日数の割合を指標として設定した。(教育課程実施状
況調査学校支援ボランティア実日数）

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単
位

（
％

）

小

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　社会の変化に柔軟に対応でき
る人材を育成するため，地域の
優れた知識や技能を持った社会
人を学校に招き，地域に開かれ
た学校づくりを目指す。

【実績・成果】
　小・中学校における本指標は，
「教育課程の実施状況等に関す
る調査」の集計結果によるもので
ある。小・中学校とも，初期値より
低く，目標値にも届いていない。
高等学校の指標は，「インターン
シップ各活動等調査（県独自調
査）」の集計結果によるものであ
る。目標値に達していないが，着
実に近づいている。

【前年度との比較】
　前年度より小学校では0.2ポイント，中学校では3.3ポイント減少した
が，高等学校では同ポイントであった。

【現況値についての考察】
　小・中学校は，新学習指導要領の趣旨の実現に向けて授業等にお
ける外部人材の活用をより一層推進する必要がある。
　高等学校では，前年度と同ポイントであるが，同一行事を生徒の興
味関心に応じ，分科会を多く設定するなど，きめ細やかに対応すること
により充実させている。
【課題】
　今後も社会人講師の活用の有効性や活用例等を積極的に学校に
情報提供していきたい。

【関連事業名】

20.0
【目標値の設定理由】
　第1次では，小学校は，平成18年度の数値の2倍として20％を設定し，中学
校，高等学校は，小学校からそれぞれ5ポイント減，10ポイント減として設定した。
小学校，高校は目標を達成できていないことから，引き続き目標値をこれまでと
同様に設定。中学校は，平成27年度目標値を上回り，現況値が小学校と同様の
ため，20％に設定した。

高 8.0 8.1 8.8 8.8 10.0

（仙台市を　　含む　・　含まない）

中 18.3 16.7 12.9 9.6

77.4 77.2 100

【全国平均値等との比較】

24　指標名　 10日以上授業公開日を設定している学校の割合 目標指標作成課室：義務教育課，高校教育課

現　　況　　値 目標値

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単
位

（
％

）

小

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　保護者及び地域住民等に対し
て10日以上の授業公開を設定し
ている学校の割合を把握するこ
とで，地域に開かれた学校づくり
の推進状況を把握し，計画的に
授業公開の機会を増やすこと
や，保護者や地域の理解を深め
る取組を浸透させていくことを目
指す。

【実績・成果】
　平成28年度（初期値）と比較す
ると，小学校で1.2％増加，中学校
は2.7％増加しているが，目標値
に達していない。
　高等学校では平成30年度と比
較して増減がなかった。

【前年度との比較】
　前年度より小学校は0.2ポイント，中学校は1.0ポイント減少した。高
等学校は同数値で推移している。

【現況値についての考察】
　令和元年度は，小学校は77.2％，中学校は56.7％であった。初期値
との比較では，小学校，中学校ともに上昇し改善が図られている。
　高等学校は前年度と同数値であった。

　【課題】
　新学習指導要領では社会に開かれた教育課程がこれまで以上に求
められることになり，計画的に授業公開の機会を増やすことや，保護
者や地域の理解を深める取組を浸透させていくことは重要課題である
と考えられる。【関連事業名】

100

高 63.8 65.0 72.7 72.7 100

（仙台市を　　含む　・　含まない）

中 54.0 51.1 57.7 56.7
【目標値の設定理由】
　地域に開かれた学校づくりの趣旨を踏まえ，100％を目指している。

【指標の設定理由】
  地域に開かれた学校づくりの施策の推進状況を見るために，保護者
及び地域住民等に対して，10日以上授業公開日（学習参観，運動
会，合唱のコンクール等の行事）を設定している学校の割合を指標と
した。

76.0 77.2

【全国平均値等との比較】
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【全国平均値等との比較】
 全国の待機児童数（平成31年4月1日現在）は16,772人であり，宮城県（仙台市除く）の待機児童数は全国7位となっている。
※宮城県（仙台市を含む）の待機児童数は全国9位

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　保育所の待機児童を解消する
ため，待機児童の多い市町村を
中心として，多様な就業形態に
対応した保育サービスが早急に
実施されるよう保育所整備等の
事業を支援する。

【実績・成果】
　保育所等整備：6か所234人

【前年度との比較】
　前年度より13人減少した。

【現況値についての考察】
　安心こども基金等を活用した保育所整備が積極的に進められるなど
し保育の受入枠の拡大が図られたが，待機児童の解消までには至っ
ていない。

【課題】
　新たな保育所の整備に伴い，新たな需要が掘り起こされることや，
待機児童の8割を占める3歳未満児の受け入れ，年度途中入所の受
け入れに向けた課題に対し，引き続き，保育所整備に加え，多様な対
策を講じる必要がある。【関連事業名】

・111 現任保育士研修事業
・117 地域型保育給付費負担金

558
(H29.4.1時点)

475
(H30.4.1時点)

462
(H31.4.1時点)

0
【目標値の設定理由】
　平成25年度に国が策定した「待機児童解消加速化プラン」では，保
育のピークを迎える平成29年度末までに待機児童解消を目指すとし
ており，本県でも同様の目標を設定したもの。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

 25　指標名 保育所等利用待機児童数 目標指標作成課室：子育て社会推進室

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　本県では，これまで国の基金を活用し，市町村の保育所等の整備を
支援してきたが，いわゆる潜在的待機児童の存在により，待機児童の
解消には至っていないことから，子育て家庭への支援の充実を示す
指標として設定した。

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

単位（人） 425
(H28.4.1時点)
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重点施策６　青少年を取り巻く社会環境の整備

現　　況　　値 目標値
【指標の設定理由】
　青少年を取り巻くインターネット環境は急速に変化しており，それに
伴い，青少年が巻き込まれるインターネットトラブルが増加している。
そのため，青少年のインターネットリテラシーの向上を図ることや青少
年育成に携わる者の知識向上を目的として実施している「インターネッ
トの安全利用に関する講話」の実施件数を，青少年の有害環境の浄
化を示す指標として設定した。

【全国平均値等との比較】

【目標値の設定理由】
　共同参画社会推進課職員で，月に2回講話を実施すると，年間24回
実施することになる。また，青少年専門員にも協力していただくと，年
間6回の実施は可能とみる。よって，計30回を指標とした。

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
　スマートフォン等の普及に伴
い，青少年がネットトラブルに巻
き込まれる危険性が増大してい
ることから，各種団体・機関の要
望に応じて当課職員を講師とし
て派遣し，青少年のインターネッ
ト安全利用について啓発を図っ
た。
　インターネット安全利用に係る
行事等の場で本講話について案
内し，周知を図っている。

【実績・成果】
　各学校や青少年健全育成関係
団体等の要望に応じ，８件講話を
実施した。

【前年度との比較】
　年度末に新型コロナウイルス感染症の影響により，中止もあり，前
年度より2件減少した。

【現況値についての考察】
　平成29年度以降は実施数は減少傾向にあるが，青少年のスマート
フォン等所有率の向上や，青少年がネットトラブルに巻き込まれる事
例が散見される現状から，引き続き講話を実施していく必要がある。

【課題】
　広報を強化することにより，本講話についてより一層の周知を図り，
実施件数を増やしていく必要がある。

【関連事業名】
・119 青少年保護対策事業
・120 情報モラル教室の開催

令和2年度

単位（件数） 11 16 10 8 30

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度

目標指標作成課室：共同参画社会推進課

【全国平均値等との比較】
「令和元年度青少年のインターネット利用環境実態調査」（文部科学省 R1実施）　高校生の保護者の取組 36.2%
全国調査については，保護者の取組ではあるが，本県ではそれを上回るフィルタリング機能の利用状況にある。

目標達成に向けた取組内容等 現況値に対しての評価・考察

【概要】
(1) ネットパトロール事業:外部委

託によるネットパトロール

(2) ネットパトロールスキルアップ
研修会:教員を対象に問題となる書き
込み発生時の削除依頼方法に関する

研修会

(3) ネット被害未然防止講習会:
生徒・保護者・教員を対象に意識啓発
のための講習会（みやぎポリス・ドコ
モネット教室等の活用）

【実績・成果】
(1) ネットパトロール事業
   ・投稿監視件数：590,125件
   ・問題投稿件数：1,579件

(2) ネットパトロールスキルアップ
研修会
　・参加人数：64人

(3) ネット被害未然防止講演会
　・実施校：71校（R1）

【前年度との比較】
　前年度より0.5ポイント増加の減少となった。変動幅は小さいものの，
目標値とは開きがある。

【現況値についての考察】
・携帯電話販売時のフィルタリングサービスの説明，学校におけるフィ
ルタリングについての啓発活動の浸透により，フィルタリングを知って
いる者の数値は上がっているにも関わらず，利用率はほぼ横ばいで
あった。

【課題】
(1)LINE等のSNSの普及により「ネットいじめ」等のトラブルや，画像や
動画の投稿によるトラブルが増加している。
(2)「ネットいじめ」「ネット依存」「ネット犯罪」等の問題について，保護
者や関係機関と連携を進め，情報モラル教育推進による未然防止等
の取組の必要性がさらに高まっている。

【関連事業名】
・102 ネット被害未然防止対策事業

 27　指標名 インターネットの安全利用に関する講話の実施件数

単位（％） 54.2

（仙台市を　　含む　・　含まない）

目標指標作成課室：高校教育課

現　　況　　値 目標値

54.5 80.051.0
【目標値の設定理由】
　現況値から考えて，完全実施は極めて難しいとの判断から，概ねの
生徒が予防措置を取ることとなる8割を目標として設定した。

【指標の設定理由】
　インターネットの急速な普及に伴い，ネット上でのいじめ，誹謗中傷，
有害サイトへの接続，個人情報の流出等が社会問題化している中
で，生徒がネット被害に遭うことを未然に防止するためには，予防措
置を事前に講じておく必要があることから，このことを指標としている。

令和2年度

携帯電話のフィルタリング機能利用割合（高校生）

54.9

測定年度
平成28年度

（初期値）
平成29年度 平成30年度 令和元年度

 26　指標名
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重点施策１　青少年の豊かな心と健やかな体の育成

番号 関連事業名 事業内容 令和元年度実績 主管課・室等

1
基本的生活習慣定着
促進事業

　幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着促進には，
社会総がかりで取り組む必要があることから，企業，団
体，行政等の連携組織である「みやぎっ子ルルブル推
進会議」（H21.11設立）により，普及啓発等に取り組
む。

・紙芝居演劇の上演：20回

・みやぎっ子ルルブルフォーラムの開催：参加者120人

　（仙台市）

・ルルブル親子スポーツフェスタの開催：参加者約155人

　（石巻市）

・ルルブルロックンロ～ル♪教室の実施：40回

・みやぎっ子ルルブル推進優良活動団体表彰：12団体

・小学生ルルブルポスターコンクール表彰：19人

・ルルブル通信発行：3回

・新規会員登録数：2団体（令和2年3月末現在）

・ルルブル・エコチャレンジ事業の実施：参加者23,294人

　（認定証送付ベース）

・基本的生活習慣定着パンフレットの増刷・配布

・スマホ・携帯などの使用について考える・話し合うリーフレットの

作成・配布

・子育て世代を対象にしたフリーペーパーへの情報掲載

　（1誌）

・子育て世代を対象にしたイベントへのブース出展

教育企画室

2
「学ぶ土台づくり」普及
啓発事業

  幼児期を生涯にわたる人格形成の基礎を築く時期，
すなわち「学ぶ土台づくり」の時期として捉え，「学ぶ
土台づくり」の普及啓発のための各種事業や取組を実
施するとともに，本県の幼児教育をさらに推進するため
の体制として，「幼児教育センター機能」の構築に向け
た検討を行う。

・「学ぶ土台づくり」の周知・進行管理等
　みやぎ出前講座（年2回）
　「学ぶ土台づくり」便り（年2回）
　幼児教育実態調査・アンケート（年1回）
・「学ぶ土台づくり」推進連絡会議（年1回）
・保幼小接続期カリキュラム連絡会議（年2回）
・親になるための教育推進事業（17校）
・「学ぶ土台づくり」研修会（年2回）
　（参加者数：①127人・②25人）
・幼児教育アドバイザー派遣事業（7人委嘱）
　（派遣回数：10か所・延べ19回）
・「学ぶ土台づくり」市町村支援モデル事業
　（事業委託：塩竈市・加美町）
・幼児教育推進体制構築検討会議（年4回）

教育企画室

3
「はやね・はやおき・
あさごはん」推奨運動

　子供の「はやね・はやおき・あさごはん」といった基本
的生活習慣の定着に向けて，広く県民や家庭への普
及活動を実施する。

・子育て応援団すこやか2019（宮城テレビ主催）へのブース
出展
・早寝・早起き・朝ごはん実行委員会in宮城との連携
・庁内関係各課室との連携 教育企画室

4 夏休み一日飼育体験

　ポニー, 子犬，小動物の一日飼育体験により，身近
な動物との適切な接し方を学ぶとともに，動物愛護の
精神を育成する。
対象：県内の小学5～6年生

・7月23日，7月25日，7月30日，8月1日：39人参加

食と暮らしの安全
推進課

5 動物ふれあい教室

　動物とのふれあいにより，動物愛護の精神を育成す
る。
対象：県内の保育園児から小学校低学年児童

・30件（所内27件，移動3件）：1,165人参加

食と暮らしの安全
推進課

6 志教育支援事業

　小・中・高等学校の全時期を通じて，人や社会とかか
わる中で社会性や勤労観を養い，集団や社会の中で
果たすべき自己の役割を考えさせながら，将来の社会
人としてのよりよい生き方を主体的に求めさせていく志
教育を推進する。

①「志教育支援事業」推進会議を年3回開催し，推進地区に係る

情報交換，課題の共有と同時に進行管理を行った。

②推進指定地区として白石，多賀城，大崎，女川，気仙沼の5地
区を指定し,各地区に応じた志教育を推進し，事例発表会を通し

て普及を図った。

③「みやぎの先人集第2集『未来への架け橋』」指導資料をとおし，

「特別の教科道徳」等の時間において指導資料の活用が図られる

ように周知した。

義務教育課

Ⅳ　令和元年度宮城県青少年関連事業について
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7
高等学校「志教育」
推進事業

　高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考
えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向かっ
て意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進す
るため，研修会の開催，各種研究会等を開催する。

①「志教育」研究推進事業

　各種実践を先進的に行う学校10校を指定し，研究，推進
体制の充実し，その成果を広げた。

②「志教育」情報発信事業

　地域貢献や東日本大震災への復興支援等について発表する

場として，「みやぎ高校生フォーラム」を開催した。73校，313人が
参加。

③みやぎ高校生マナーアップ運動推進事業
　ＪＲ東日本，仙台市交通局及び宮城交通等と連携し，公共交通

機関の乗車マナーの向上並びにいじめの防止及びスマートフォン

などの情報モラルの向上を呼び掛ける広報活動（標語，ポスター
の作成，春４月及び１０月における仙台駅及び古川駅での呼びか

け運動）を実施した。

　なお，10月に実施予定であったマナーアップフォーラムについ
ては，台風のため中止とした。
④魅力ある県立高校づくり支援事業

　「志教育」の優れた実践により，社会人としてよりよく生きる生徒
を育てるとともに，復興を支え，将来地域に貢献できる人材を育成
することを目的とし，地域に根ざした魅力ある学校づくりを推進す

るため，プロポーザル方式により25校を指定し，財政支援を行っ
た。

高校教育課

8
市町村子ども読書活動
支援事業

　本県の子どもの読書活動をより一層推進するため，
平成26年3月に策定された「第三次みやぎ子ども読書
活動推進計画」に基づき，子ども読書活動の推進を支
援するための事業を実施する。

・子ども読書活動指導者養成講座
　　新型コロナウィルス感染拡大防止のため，開催中止
・みやぎ子ども読書活動推進担い手交流会：参加者74人
　　実施会場：石巻市，大崎市
・家庭読書に関する作品コンクール：応募総数598点

生涯学習課

9
小中学校学力向上
推進事業

　小学6年（3教科），中学3年（3教科）を対象に実施さ
れた全国学力・学習状況調査の結果を分析し指導改
善に生かすほか，放課後や週末，長期休業期間の学
習支援等を実施する。また，教科の指導に優れた教員
等を学校等に派遣し，教員の教科指導力の向上を図
る。

・全国学力・学習状況調査
　調査対象校数：370校（小），199校（中）
　調査児童生徒数：19,016人（小），17,731人（中）
・学び支援コーディネーター等配置事業
　24市町で，延べ7,063 回実施し，合計（延べ）164,871人
の小・中学生が参加。
・学力向上指導員活用事業
　指導員登録教員：80人
　 活用件数:延べ72回
　 活用教員：延べ134人
　 研修会参加者数：延べ 2,535人

義務教育課

10 学級編制弾力化事業

　小学校2年生と中学1年生において，35人を超える
学級を解消し，学習習慣・生活習慣の着実な定着と中
1ギャップへの対応を図る。

小学校2年生26校26学級，中学校1年生35校35学級の61
校61学級で35人を超える学級を解消し，本務教員及び常勤
講師70人を配置した。

義務教育課

11
みやぎの子どもの体力
運動能力充実プロジェ
クト

　公立小・中・高等学校全児童生徒を対象とした体力
・運動能力調査を実施し，集計・分析するとともに，課
題の解決に向けて大学関係者や関係団体等と合同推
進会議を開催し，教職員や子ども，保護者の意識高揚
を図る方法や幼児期の体力向上，健康課題にも視点
を置き，体力・運動能力向上に係る施策を展開してい
く。

・公立小・中・高等学校全児童生徒を対象とした体力・運動
能力調査結果の集計・分析を行い，調査報告書にまとめ，県
内の各小・中・高等学校及び関係機関に周知した。また，体
力・運動能力拡充合同推進会議を開催し，課題と対策の検
討を行った。
・小・中悉皆研修として，体力・運動能力に係る課題の共有と
具体の取組についての周知を図った。また，各圏域に指導
教員を指定し，各校で実施する体力向上に関する校内研修
に指導者として派遣し，体力・運動能力向上の充実を図っ
た。（小学校34校1団体）

スポーツ健康課

12
高等学校学力向上
推進事業

　高校第1学年の早い時期から学習習慣を身につけさ
せるとともに，教員の教科指導力の向上を図り，生徒の
学力向上につなげる。

・みやぎ学力状況調査
　2年対象の学力調査，1・2年対象の学習状況調査を実施・
分析し学習指導の改善を図った。
・授業力向上支援事業
　各高校からの要請により，授業研究会に指導主事を派遣
し，授業改善を図った。32校訪問。
・学習指導要領対応事業
　研究協力校を指定し，主体的・対話的で深い学びの視点
からの授業改善についての研究開発を行い，その成果の普
及を図った。
・教育課程実施状況調査
　適切な教育課程が編成・実施されているか調査するため，
指導主事を派遣した。34校訪問。
・医師を志す高校生支援事業
　将来，医師を目指す高校生に対し，医師等による講演会，
病院見学会，医学部体験会，学習合宿等を実施し，意識向
上と学力向上を図った。延べ330人参加。

高校教育課
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13
進学拠点校等充実
普及事業

　宮城県のどこに住んでいても，地元の学校から希望
する大学等への進学が達成できるよう，圏域ごとに指
定校を設け，生徒対象，教員対象の講習会や研修会
等を実施し，生徒の学力向上と指導体制の改善を図
る。

県内各地域の進学指導の推進力となる高等学校10校を指
定したほか，仙台地区の進学校18校を支援校とし，生徒の
学習習慣，学校の進学指導体制の確立等を図った。

高校教育課

14
実践的英語教育充実
支援事業

　外国語指導助手(ALT)を配置し，ALTとの交流をと
おして，生徒が英語でコミュニケーションできる喜びを
感じるとともに，英語学習への興味・関心を高め，国際
化に対応できる実践的コミュニケーション能力を育成す
る。

①ALTの配置
　派遣業務によるALT22人を県立学校93校に配置した。

②発信型英語教育拠点校事業
・拠点校4校は，指導主事や外部専門機関による指導の下，
　英語の発信力を高めるための授業研究や小・中学校との

　連携を図りながら，生徒の英語力の検証と指導改善を図っ
　た。
・英語担当教員指導力向上研修会を2日間で実施し，授業

　等における英語による言語活動の充実を図った。74人参
　加。

高校教育課

15
みやぎの食育推進
事業

　平成28年3月に策定した「第3期宮城県食育推進プ
ラン」に基づき，食育の推進体制を整備するとともに，
みやぎの食育を県民運動として展開し，県民一人ひと
りの意識の高揚と機運の醸成を図るため，様々な事
業，イベント等を活用して食育の普及・啓発を行う。

①食育の普及啓発のため，「みやぎ食育フォーラム」　を
　開催:来場者約300人，「カラダ想いの野菜キャンペーン」
　において野菜摂取に関するアンケートを実施：応募600名

　また，食育の日（隔月19日）に「みやぎ食育通信」を発行
　した。
②県民が様々な団体と連携しながら，主体的に食育を実践

　するのに資するため，みやぎ食育応援団のＰＲと活動支援
　を行った。その結果，食育コーディネーターによる主体的
　な食育活動は318回（参加者数36,196人）となった。

③「宮城県食育推進会議」等の開催を通して，県民・関係
　機関，団体・行政がそれぞれの役割を担いながら，地域の
　特色を生かした食育を推進するための体制を強化した。

健康推進課

16
子どもの健康を育む
総合食育推進事業

　「食に関する指導の全体計画」等を作成し，各学校
における食に関する指導体制の整備を進めるとともに，
研修会等において実践的取組の周知を図る。

　食に関する指導の全体計画は，99.8％の学校で整備が進
んでいる。栄養教諭等を中核とした食に関する指導が進むよ
う「宮城県学校給食研究協議会」（参加者264人）「宮城県食
に関する指導推進研修会」（参加者42人）で実践的取組の
周知を図った。 スポーツ健康課

17
未成年者の喫煙防止
対策

　未成年者の喫煙防止のため，出前講座や研修会を
開催し，喫煙の健康影響等について普及啓発を行う。

　未成年者の喫煙防止のため，各保健所で小・中学校等と
連携し，出前講座及び研修会を実施した。
実施回数：延18回，参加者:延1,220人

健康推進課

18 がん教育事業

　がん予防や早期発見につながる生活習慣の改善を
促すとともに，自分や身近な人ががんに罹患した場合
に正しく理解し向き合うことができるようにする。

　小学校5・6年生及び中学生を対象として，がんに対する理
解，がんの予防や定期的な検診によるがんの早期発見の有
効性，がん患者に対する理解を進める出前授業を行った。
実施校数：12校，参加者：841人

健康推進課

19
母子保健児童虐待
予防事業

　総合的な母子保健事業の中で，育児不安や虐待要
因のひとつである産後うつ病を早期に発見し，適切な
支援を行うことにより児童虐待の予防を図る。
・エジンバラ産後うつ病質問票の普及
・子ども総合センターで関係職員向け研修会を開催。

・研修会2回　延べ116人が受講

子ども・家庭支援課

20
思春期健康教育支援
事業

　県内の高校生等を対象に，ピアカウンセリング手法を
用いた健康教育を実施。

・健康教育３回実施。受講者延べ91人

子ども・家庭支援課

21
学校保健総合支援
事業

　各地域の学校保健に関する課題解決のため地域の
実情を把握している専門家等との連携を図り，子どもた
ちの現代的な健康課題に対応するための体制づくりを
推進する。

・児童生徒の心身の健康課題に対応するため，各学校の希
望に応じて，地域の専門医等を派遣し，講演会・研修会を実
施することにより，健康教育の充実を図った。（県内公立小中
学校16校，県立学校等19校，特別支援学校5校）
・各教育事務所毎に学校保健課題解決支援チームを立ち上
げ，地区の健康課題解決のため，各ブロックの連絡協議会2
回と研修会1回を実施した。

スポーツ健康課

22
薬物乱用防止教室の
開催

　各警察署に配置された少年警察補導員を中心に，
小・中・高等学校において，児童生徒の発達段階に応
じた薬物乱用防止教室を開催し，規範意識の向上を
図る。

　各学校（国公私立全体）における薬物乱用防止教室の開
催率は，小学校87.5％，中学校92.7％，義務教育学校
50.0％，高等学校88.4％，中等教育学校50.0％，で全体と
して88.8％だった。（平成30年度は89.0％） スポーツ健康課

警察本部少年課
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重点施策２　青少年の社会参加・職業的自立の促進

番号 関連事業名 事業内容 令和元年度実績 主管課・室等

23
消費生活講座開催
事業

　消費生活問題に関する講座を実施し，インターネット
等を用いた詐欺や問題商法に対する知識を習得さ
せ，被害を未然に防ぐ。
　ＰＴＡの会合等の際に保護者を対象とした消費者問
題に関する講座を実施し，家庭内での啓発に必要とな
る知識を習得させ，被害を未然に防止する。

・消費生活講座の実施
　小・中・高・大学・各種学校等の若年層を対象とし
た消費生活講座の実施：29回
（受講者 1,962人）

消費生活・文化課

24 消費者啓発事業

　小・中・高校の消費者教育の授業に使用できる教材
（副読本）を作成・配布し，詐欺等の被害に遭わない
ための知識を習得させ，被害を未然に防止する。
　地域等における消費者教育を担う人材を育成するた
め消費生活サポーター制度を新設し，消費者教育に
取り組む学生を支援する。

・小・中・高向け消費生活読本の作成・配布
　小学校・支援学校小学部　17,000部
　中学校・支援学校中学部　16,000部
　高等学校・支援学校高等部　25,000部

・消費生活サポーター制度の実施
　消費生活サポーター養成講座の開催（3回）
　消費生活サポーターフォローアップ講座の開催（3回）

消費生活・文化課

25
金融広報活動支援
事業

　宮城県金融広報委員会と連携し，学校等における
金融（金銭）教育の普及啓発に関する広報活動を実
施する。

・金銭（金融）教育研究校の委嘱

  H30-R01　柴田町立第一幼稚園，仙台市立東宮城野小学校，

宮城県中新田高等学校

  R01-R02　富谷市立富谷幼稚園，登米市立上沼小学校，

宮城県中新田高等学校

・金銭教育に関する授業等への講師派遣：27回

　(受講者 1,257人)

・大学，専門学校等への新入生を対象とした消費者教育

　出張講座：34回（受講者 3,061人）

・若者のための消費者教育出張講座（高校等）：64回

　（受講者 5,722人）

消費生活・文化課

26 明るい選挙啓発事業

　小学校，中学校及び高等学校の児童生徒を対象
に，明るい選挙啓発ポスターコンクールを実施する。

・明るい選挙啓発ポスターコンクールについては，県内853人から

応募があり，そのうち11点（小学生5点，中学生5点，高校生1点）

が入選した。

選挙管理委員会

27
みやぎの青少年意見
募集事業

　青少年を「青少年政策モニター」として募集・登録
し，県の政策課題等についての意見表明の機会を提
供することにより，青少年の社会参加の意識を高め，
地域で主体的に活躍できる人材を育成することを目的
とする。

・登録者数：48人
・10月29日に担当部局職員との意見交換会実施
（9人参加）

共同参画社会推進課

28
少年の主張大会実施
事業

　人格を形成する上で重要な時期にある中学生が，日
常生活の中で考えている事を発表することで，社会の
一員としての自覚と自立心を育てる事を目的とする。ま
た，その主張を聴く事により青少年健全育成に対する
理解を図る。

・7月から9月に県内12地区で地区大会を実施
　（出場者：166人　応募校：181校）
・9月26日に大崎市立古川南中学校で県大会実施
（出場者：14人　聴衆者：約650人）

青少年のための宮城

県民会議

（共同参画社会推進課）

29
高校生による地域活動
の紹介

　地域社会の活性化の担い手となる高校生の自主性
や社会性を育成し，社会参画にやりがいをもって貢献
する若者の育成を図る。また，各地域における可能性
の発見や大人と高校生の相互理解を図る。

・実施なし

青少年のための宮城

県民会議

（共同参画社会推進課）

30
「家庭の日」「あいさつ
運動」推進事業

　家庭や地域の役割を見直し，人と人とのつながりを
深め，青少年が暖かく見守られながら育つことが出来
るよう，毎月第3日曜日を「家庭の日」と定め，「家庭の
日」の普及と「あいさつ運動」の啓発を推進する。

・7月8日から9月6日まで，「家庭の日」にちなんだ作品（絵
画・ポスター・川柳）を募集し，絵画・ポスター部門79点，川
柳部門381句の応募があった。
・応募のあった作品のうち，入選作品については，県庁での
展示や各種広報誌等に掲載，啓発ティッシュを各地区に配
布する等，あいさつ運動と連動して実施した。

青少年のための宮城

県民会議

（共同参画社会推進課）
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31
農村青少年指導者
研修事業

　農村青少年技術交換大会や農村教育青年会議な
ど，宮城県農村青少年クラブ連絡協議会の活動支援
を行うことで，本県農業・農村の次世代の担い手である
優れた青年農業者の育成を図る。

①農村青少年技術交換大会

・開催時期：令和元年7月6日から7日
・開催場所：登米市
・参加者：農業青年等60人，関係機関及び来賓26人の

　合計86人
・成果：各行事を通し，農村青少年等相互の交流を深めると
　ともに，それぞれの情報交換等を行った。

②農村教育青年会議
・開催時期：令和2年2月1日

・開催場所：仙台市内
・参加者：農村青少年クラブ員52人，関係機関等55人の
　合計107人

・成果：プロジェクト発表5課題，農村青年の主張6課題，
　クラブ活動発表8課題の発表があり，参加者相互の情報
　交換及び情報共有がなされた。

農業振興課

32
少年団体指導者研修
事業（ジュニア・リー
ダー研修会）

　子ども会活動の支援と地域活動を行う年少リーダー
（ジュニア・リーダー）に必要な知識・技能・態度及び
地域ボランティア等についての研修を行う。

・ジュニア・リーダー中級研修会
　5圏域毎県立自然の家等において1泊2日または2日間通
いで実施（修了者146人）
・ジュニア・リーダー上級研修会
　蔵王自然の家及び志津川自然の家において2泊3日で実
施（修了者70人）
　自分たちが暮らしている地域に目を向け，地域の子供たち
とのふれあいや地域行事への参加をとおして，地域活性化
に貢献することができた。

生涯学習課

33
こどもエコクラブ支援事
業

　子どもたち自身の興味や関心に基づいて，自然観
察・調査やリサイクル活動など，地域の中で身近にで
きる環境活動に自由に取り組むクラブへの支援を行
う。
対象：幼児～高校生

　こどもエコクラブの活動を奨励するため，こどもエコクラブ全
国事務局で募集した壁新聞・絵日記に応募したクラブ及びメ
ンバーに対して奨励賞を贈呈した。（3クラブ51人）

環境政策課

34
宮城県みどりの少年団
育成

　みどりの少年団が一堂に会し，植樹活動や交流会を
通じて，緑や自然の大切さを学び，また，自然愛護活
動の実践に対する共通の認識と団員同志の連携を深
めることを目的にみどりの少年団大会を開催する。

　県内各地域の16の少年団から318人（団員215人のほか育
成会等103人）が参加し，自然観察，代表者によるタイムカプ
セルの掘り起こし，レクリエーションなどが行われ，交流を深
めることができた。 自然保護課

35
ネクストリーダー養成
塾実施事業

　宮城県の次代を担う若きリーダーを育成する目的で
実施するものであり，グループワークや講義を通じて，
目指すべきリーダー像を認識し，そのリーダーになるた
めに何をなすべきかを考える機会を提供する。
対象：県内中学生

・宮城県庁，東北自治総合研修センターで実施
　（8月9日から11日まで，46人参加）

宮城県ネクストリーダー

養成塾実行委員会

（共同参画社会推進課）

36
みやぎの若者社会
参画促進事業

　社会貢献活動意欲をもった若者と受け皿となるNPO
法人等のマッチングを行うことにより，若者に地域社会
での活躍の場を提供する。

・認定NPO法人杜の伝言板ゆるるのボランティア体験事業の
チラシをネクストリーダー養成塾卒塾生あて通知し，若者の
社会参画の促進を図った。

共同参画社会推進課

37
内閣府｢青年国際交流
事業｣等の募集等

　内閣府「青年国際交流事業」等の募集・選考を行うと
ともに，同事業の参加青年地方プログラムの受け入れ
をする。
対象：18～30歳（地域課題対応人材育成事業は23～
40歳）

・2人の青年が選抜され，本事業に参加
　（内訳：世界青年の船事業1人，日韓青年親善事業1人）

共同参画社会推進課

38
外国青年招致事業
（ＪＥＴﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

　英語圏等の国々から青年を招致し，地方公共団体
の国際交流担当部局や幼・小・中・高校において国際
交流事業や語学指導に従事させることにより，地域レ
ベルでの国際化の推進と語学教育の充実を図る。

・135人（仙台市含む）

国際企画課

39
国際理解教育支援
事業

　児童生徒及び社会人等を対象とした国際理解教育
を推進するため，学校等へ外国人講師を派遣する。
　また，登録している外国人講師相互の異文化理解を
図るとともにプレゼンテーションスキルを向上するため
の研修会を開催する。

・協力外国人スタッフ：延べ178人
　（中国，韓国，インドネシア，ネパール，カザフスタン，イタリ
ア，ブラジルなど35の国と地域の出身者）
・派遣実績
  県内14市町村42か所の幼稚園，小・中・高校や団体に派
遣し，4,052人の児童生徒等を対象に実施した。

公益財団法人
宮城県国際化協会
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40 高卒就職者援助事業

　宮城労働局（ハローワーク），県教育委員会等と連
携して合同就職面接会や企業説明会を開催し，新規
高卒者の就職支援を行う。

・「合同就職面接会」
　秋期：2回開催
　参加企業数：161社
　参加生徒数：254人（うち内定者数65人）
・「合同企業説明会」
　6回開催
　参加企業数：392社
　参加生徒数：3,483人

雇用対策課

41
みやぎ若者者就職
支援センター事業

　地域の企業・学校等との幅広い連携の下，職業相
談，インターンシップﾟ等職場体験機会の確保など，44
歳以下の若年者に対する就職支援をワンストップで行
うみやぎジョブカフェを運営する。
対象：44歳以下の若年求職者，フリーター(パート・ア
ルバイト等)，転職を希望する在職者等

・国・県による支援メニューの実施（キャリアカウンセリング・就
職支援セミナーの実施，職場体験の紹介，雇用関連情報提
供，職業紹介，就職後のフォローアップ，合同企業説明会開
催，出前ジョブカフェの実施）
・利用者数18,395人，登録者数2,176人，就職者数4,084人

雇用対策課
（みやぎ若年者就職

支援ｾﾝﾀｰ）

42 進路達成支援事業

　生徒に対して自分が社会でどのように生きるべきかを
考えさせるとともに，進路を主体的に選択する能力・態
度を育成し，希望する進路の実現を図る。また，卒業
学年の就職を希望する生徒に対し，各種の相談会や
研修会を開催し就職活動を支援する。

①就職達成セミナー
　・第1期参加生徒数：1,873人，27回開催
　・第2期参加生徒数：15人，3回開催
②進路指導担当者連絡会議
　1回　事業説明，講話　参加者：教諭等97人
③企業説明会6回 参加392社 参加生徒3,483人
④就職面接会2回 参加164社 参加生徒254人
⑤みやぎ高校生入社準備セミナー22回
　・参加生徒数：1,322人
　・延べ学校数：28校
　・仕事応援カード：14,700枚
   【県経済商工観光部，宮城労働局連名】
⑥高校生の就職を考える保護者向けセミナー5回
　・参加数153人

　本事業をとおして，令和2年3月卒業生の就職内定率は
99.2％(3月末現在，文部科学省調査)で記録のある平成元
年以降，最高となった。

高校教育課

43
若者等人材確保・定着
支援事業

　企業に対してはセミナー等をとおして採用，正規雇
用及び職場定着に関する基本的な知識及びスキルを
提供するほか，専門家を派遣し各企業の個別具体的
な課題及び要望に対応するとともに，新入社員向けに
はセミナーをとおして就労意欲を高めるほか，相談体
制の充実を図り早期離職を防止するなど，採用から定
着まで県内中小企業における人材確保対策を総合的
に実施する。

・セミナー開催：53回
・支援対象企業数：402社
・支援対象従業員数：537人
・支援対象企業における新規採用者数：1,776人
・支援対象企業における正社員化数：265人
・対象企業における新規高卒者の従業員離職率：8.57％

雇用対策課

44
新規大卒者等就職
援助事業

　新規大学等の卒業予定者を対象に合同就職面接会
を開催して，県内企業への就職を支援し，県内労働市
場への優秀な人材流入を促進する。

・就職ガイダンス
　※令和2年3月開催予定だったが，新型コロナウイルス感染
防止のため中止
・就職面接会
　※令和2年2月開催予定だったが，新型コロナウイルス感染
防止のため中止
・求人情報の提供
　「求人情報一覧表」：700部発行

雇用対策課
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重点施策３　困難を有する青少年やその家族への支援

番号 関連事業名 事業内容 令和元年度実績 主管課・室等

45
ひきこもり対策推進事
業

　各保健福祉事務所において，ひきこもり状態にある
本人や家族支援に関する専門相談等を行う。
　ひきこもり地域支援センターにおいて，関係機関等と
の連携を図り，ひきこもり状態にある本人や家族の相談
支援，支援者の育成等を行う。

[各保健福祉事務所]
・専門相談の実施：82回(実109人延240人)

[ひきこもり地域支援センター]
・面接相談：延572件（実112件） ，電話相談：延269件
・青年期家族会：15回，参加者延192人
・関係者研修会：1回，参加者延110人
・居場所支援：53回，参加者延360人

精神保健推進室

122
【Ｒ元年度新規事業】
宮城県若者こころの支
援モデル事業

　自死予防をはじめとする若者のメンタルヘルス対策を
推進するため，大学生やその関係者等を対象とした人
材育成，普及啓発等を行う。

・ゲートキーパー養成講座：3回，参加者延べ186名
・講演会，研修会開催：各1回，参加者延べ56名
・普及啓発資料の作成・配付：2,000部
・若者こころの支援会議開催：2回

精神保健推進室

46
子どもメンタルサポート
事業

　児童精神科医師により心の問題を有する子どもの治療や

親に対する専門的なケアを行うとともに，子どもの状態に応

じた社会適応訓練を提供する。さらに，さまざまな問題によ

り学校不適応となった児童生徒の復学や社会的精神的自

立を図るための支援を行う。

①子どもメンタルクリニック

　不登校，引きこもり，心身症等の心の問題を有する児童

の相談，診療，指導に当たるとともに，学校等の関係機関

に対する専門的な支援活動を実施することにより，子ども

の健やかな成長を図る。

②子どもデイケア事業

　ADHD，不登校やLDなどのため集団生活に支障をきたし

ている子どもたちを対象に，精神科通院医療の一形態で

あるデイケアを実施する。

③不登校児童等支援事業

　児童精神科医や心理判定員等の専門スタッフをけやき

教室（適応指導教室）に派遣し，子どものケアに関する技

術的な支援をや不登校児童とその家族に対して専門的技

術支援を行う。

①クリニック診療実績
・新患：910人，前年度継続：5,985人，延べ患者数：
　8,104人

②デイケア活動実績
・通所実人数：25人
・通所延べ人数：794人

③不登校児童等支援事業実績
・けやき教室訪問支援事業：4回
・「不登校相談・支援機関等研修会」開催事業
　不登校相談・支援機関等研修会:1回

子ども・家庭支援課

47
みやぎの若者の職業
的自立支援対策事業

　若年無業者等が経済的，社会的に自立できるように
社会人・職業人としての基本的な能力等の開発に留
まらず，職業意識啓発や社会への適応を各人の置か
れた状況に応じて個別的かつ継続的に支援する。

（１）若者サポートステーションの運営支援

　国が設置する地域若者サポートステーションの支援

メニューの充実を図るため，実施事業者に対しメニューの

一部を県から委託

①サポートステーション設置数：県内3か所

　（平成24年度まで2か所，平成25年度から3か所）

②新規登録者数153人，相談件数2,530件，就職者数

　　91人

（２）宮城県若者自立支援ネットワーク会議開催

雇用対策課
（みやぎ若年者就職

支援ｾﾝﾀｰ）

48
いじめ対策・不登校支
援推進事業

　不登校児童生徒に対する学校の取組を支援するとと
もに，その上で，学校，家庭，関係機関が連携した
ネットワークを構築し，不登校児童生徒に対する学校
復帰に向けた多様な支援を行う。
①登校支援ネットワーク事業
②在学青少年育成員の配置
③ スクールソーシャルワーカー活用事業
④心のケア支援員の配置
⑤心のサポートアドバイザーの派遣
⑥小・中学生いじめゼロCMコンクール
⑦児童生徒の心のサポート班の設置
⑧市町村による「みやぎ子どもの心のケアハウス」の設
置　（みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業）

・令和元年度に公表された平成30年度の不登校児童生徒の在籍

者比率（出現率）：小学校0.81%，中学校4.87%

①訪問指導員の派遣（実績52人)。

　支援対象児童生徒数119人。訪問回数延べ3,137回。

②在学青少年育成員の配置（各教育事務所・地域事務所へ8人

配置）

③スクールソーシャルワーカーを34市町村にのべ67人配置。

④心のケア支援員を48校，48人配置。

⑤義務教育課内にアドバイザー2人を置き，各学校の相談に応じ

るとともに市町村の要請により派遣。

⑥いじめ根絶に向けたCM作品を募集し，優秀作品をテレビCM等

で広く公開。
　作品数：小44作品，中43作品，計87作品

⑦義務教育課ホームページ上にリーフレットを掲載した。

⑧東部教育事務所及び大河原教育事務所内の「児童生徒の心

のサポート班」において，県内の児童生徒，保護者，教員等の抱

える問題に幅広く対応した。

義務教育課
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49 生徒指導支援事業

　いじめや不登校等の未然防止及び初期対応等につ
いて，実践的な研修を行い生徒指導における教職員
の資質向上を図るとともに，いじめや不登校等生徒指
導上の諸問題に関する本県の状況に基づき，生徒指
導に係る施策の方向性について協議し，その効果に
ついて検証する。

①推進地区の指定

　柴田町，亘理町，加美町，南三陸町の４町

②各推進地区中学校の新規不登校数

　亘理町１４名減，柴田町１０名減，加美町２名減，南三陸町６名

減，

　

③みやぎ「行きたくなる学校づくり」研修会の開催

　各校教頭等　３９１名参加 義務教育課

50
いじめ対策・不登校支
援強化事業

　心のケア支援員の配置や心のサポートアドバイザー
の派遣により，問題行動等の未然防止，早期発見・早
期対応を図る。

①心のケア支援員
・いじめ・不登校等の対応において教員等を補助
　（校内外巡回指導，生徒相談，関係機関との連携）
・配置校：32校
②心のサポートアドバイザー
・学校や保護者からの相談に対応，警察との連携，緊急事
態発生時の学校支援
・配置：2人（校長OB，警察OB），高校教育課に配置
③いじめ防止対策調査委員会の開催（年３回）及びいじめ問
題対策連絡協議会（年２回）の実施

高校教育課

51 総合教育相談事業

　総合教育センターにおける教育相談機能の一層の
充実を図り，不登校や学校不適応問題に係る相談，
いじめ相談，適応指導及び研究等を行う。

①不登校・発達支援相談室
・実施体制　非常勤の精神科医1人，臨床心理士7人（毎日2
人），相談員7人（毎日2人）を配置
・相談件数　1,946件
　（来所相談：720件，電話相談：1,226件）
②24時間いじめ相談ダイヤル
・実施体制：業務委託
・相談件数：1,119件
③教育相談電話周知カードの配付(約29万枚)
・県内公私立小中高特別支援学校の全生徒
④SNSを活用した相談
・相談日数167日間（長期休業期間の前後を中心）
・相談件数：502件
⑤精神保健研修会
・４校で各３回の研修会に講師を派遣

高校教育課

52
高等学校スクール
カウンセラー活用事業

　高校生の不登校や中退等の問題行動に対応するた
め，全ての県立高校に専門カウンセラーを配置し，生
徒・保護者や教職員の相談に応じ，生徒の悩み等の
解消を図るとともに，生徒の健全育成に資する。
　また，問題を抱える児童生徒及びその環境との関係
性を社会福祉の視点からとらえ，環境改善等を含めた
支援を行うため，スクールソーシャルワーカーを配置す
る。

①スクールカウンセラー（SC）の配置

・通常配置

　全ての県立高等学校72校にスクールカウンセラーを配置

・緊急配置

　生徒の突発的な事故発生時等の緊急時に，学校からの要請に

応じて臨時的に配置

・被災地特別配置

　被災地域の5校に対し，通常配置に加えてスクールカウンセラー

を特別に配置

　〈実績〉  ・相談件数　10,541件

              ・相談人数　10,684人

②スクールソーシャルワーカー（SSW）の配置：36校18人

③スーパーバイザーの配置

　緊急時の学校からの派遣要請等に対応するため，県教委に配

置（SC：4人，SSW：2人）

④各種会議の開催

・SC連絡会議:年2回開催

・SC地区研修会:県内を5地区で開催

・SSW連絡会議:年2回開催

・SC及びSSW研修会（テーマ：自死対策）の開催

高校教育課

53
私立高等学校等就学
支援金

　家庭の状況にかかわらず，全ての意思ある高校生等
が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため，生徒
の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し，
家庭の教育費負担の軽減を図る。

・私立高等学校等26校（対象生徒16,101人）に対して
2,795,831千円の助成を行った。

私学・公益法人課

54
私立高校生等奨学
給付金

　全ての意思ある高校生等が安心して教育を受けられ
るよう，授業料以外の教育に必要な経費の負担を軽減
するもの。

・延べ2,056人に対して202,489千円を給付した。

私学・公益法人課

55
私立高等学校等学び
直し支援金

　高等学校等を中途退学した後，再び高等学校等で
学び直す生徒に対し，高等学校等就学支援金支給
期間経過後，卒業までの間（最長2年）継続して授業
料の支援等を行う。

・私立高等学校等11校（対象生徒134人）に対して15,463千
円の助成を行った。

私学・公益法人課
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56
私立中学校等修学
支援実証事業

　私立中学校等に通う低所得世帯の教育に係る経済
的負担の軽減を図る。
対象：小・中学生

・私立中学校等11校（対象生徒48人）に対して7,373千円の
助成を行った。

私学・公益法人課

57 友・遊ななつもり

　在宅心身障害者保養施設「七ツ森希望の家」を宿泊
地に，レクリエーションを通じながら，ボランティアと一
緒に過ごし，社会生活を体験する。
対象：心身障害児（者）及び介護者とその家族

　各回ごとに対象地域を決定し，計5回実施し，延229人が参
加した。

障害福祉課

58
外国籍児童生徒支援
事業

　日本語指導が必要とされる外国籍児童生徒を対象
に「外国籍の子どもサポーター」の派遣や情報提供な
どを行う「外国籍の子どもサポートセンター」を設置し，
情報や支援から孤立しがちな地域に点在する児童生
徒についても公平に支援できる体制を構築する。

・登録サポーター総数：179人
・サポーター派遣実績
　中国，パキスタン，アメリカなど9か国23人の児童生徒を支
援するため県内11市町の小・中学校（延べ22校）へサポー
ターを派遣した。

公益財団法人
宮城県国際化協会

59
特別支援教育ｼｽﾃﾑ
整備事業

　障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が地域
の小・中学校で共に学ぶ教育を推進するため，特別
支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校で共に学
習活動を行うなど共に学ぶ教育環境の整備を図る。

居住地校学習推進事業
　・特別支援学校参加人数：359人（小258人，中101人）
　・交流相手小・中学校数：250校（小166校，中84校）
　・延べ学習回数：964回（小698回，中266回） 特別支援教育課

124
【Ｒ元年度新規追加事業】

緊急ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等
派遣事業

震災による心のケアが必要な特別支援学校に在籍す
る児童生徒や保護者，教職員に対して，スクールカウ
ンセラーを派遣し相談対応に当たる。ケースによって
はさらに外部機関と連携し，児童生徒や保護者，教職
員が抱える心の悩みの解消への支援を行う。

・震災による心のケアが必要な方がいる分校を含む県立特別
支援学校２２校に対してスクールカウンセラーを派遣し，相談
対応に当たった。
・原則各校年間１０回（１回６時間）。
・各校に配置されたスクールカウンセラーと事業担当者が一
堂に会した連絡会を実施した（１０／３）。

特別支援教育課

60
高等学校等育英奨学
資金貸付金

　高等学校等に在学する優れた生徒であって経済的
理由によって修学に困難があるものに奨学資金を貸し
付けることにより修学を支援し有為な人材の育成に資
すること，及び東日本大震災により被災し経済的理由
により修学が困難となった生徒に対し奨学資金を貸し
付けることにより修学を支援することを目的とする。

・貸付実績
 1　従来からの奨学資金：697人
 2　被災生徒奨学資金：3,991人 高校教育課

61
公立高等学校等就学
支援金

　家庭の状況にかかわらず，全ての意志ある高校生が
安心して勉学に打ち込める社会をつくるため，生徒の
授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し，家
庭の教育費負担の軽減を図る。

・支給者数：37,045人

高校教育課

62 高校生等奨学給付金

　高校生等がいる低所得世帯の授業料以外の教育費
の負担を軽減することを目的とする。

・給付実績：5,117人

高校教育課

63
公立高等学校学び直
しへの支援金

　高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で
学び直す場合に，就学支援金支給期間経過後，卒業
までの間（最長2年），継続して授業料の支援等を行
う。

・支給者数：146人

高校教育課

64
高等学校の定時制
課程及び通信制課程
修学資金貸付

　高等学校の定時制課程及び通信制課程に在学する
勤労青少年に対し修学資金を貸し付けることにより，
修学を促進し，教育の機会均等に資することを目的と
する。

・貸付実績：85人

高校教育課

65

高等学校定時制課程
教科書及び通信制
課程教科書学習書
給与費助成事業

　高等学校の定時制課程及び通信制課程に在学する
勤労生徒を支援し，教育の機会均等に寄与することを
目的とする。

・助成実績
1　定時制課程：176人（うち，43人は仙台市立校生徒。　※
事業費の1/2を補助。）
2　通信制課程：32人

高校教育課

 

 

 



 

- 42 - 

 

66
スクールサポーター
事業

　小・中・高校における非行防止及び犯罪被害防止
対策を適切に推進するため，学校の校長からの派遣
要請に応じてスクールサポーターを派遣し，学校関係
者と連携を図りながら，児童生徒の問題行動に対する
対応や非行防止対策等を継続的に支援する活動を行
う。

　スクールサポーター14人（内訳：男10人，女4人）を小学校
12校，中学校11校，高校2校に延べ51回派遣し，学校関係
者と連携を図りながら，児童生徒の問題行動に対する対応や
非行防止対策等を継続的に支援する活動を行った。

警察本部少年課

67
非行少年の立ち直り
支援活動

　過去に警察で取り扱った非行少年について，保護者
の同意を得て，担当警察職員が定期的な連絡を行い
継続した助言指導を行うほか，社会参加活動や農業
体験，学習支援等により，再非行の防止と健全育成を
図る。

　令和元年中，17人（男12人，女5人）の支援対象少年に対
して支援を行い，再非行の防止と健全育成を図った。

警察本部少年課

68
児童扶養手当給付
事業

　離婚によるひとり親世帯等，父又は母と生計を同じく
していない児童を育成する家庭の生活安定と自立を
促進し，児童福祉の増進を図るため，手当を支給す
る。費用は国・県・市で負担。

・受給権者数：3,086人
・児童数：4,065人
・給付費：1,742,838,510円

子ども・家庭支援課

69
母子・父子家庭医療費
助成事業

　母子・父子家庭及び父母のいない児童の家庭の医
療費に係る経済的負担を軽減し，適切な受診機会を
確保することで児童の健全育成と福祉の増進を図るも
の（市町村が医療費の自己負担額を助成した場合，
その1/2を県が補助）。

・対象者数：36,500人
・助成額 ：182,229,000円

子ども・家庭支援課

70
特別児童扶養手当
給付事業

　精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福
祉の向上を図るため，手当を支給する。
対象：政令で定める1級及び2級の障害等級に該当す
る程度の障害を有する児童。費用は全額国庫負担。

・受給権者数：2,661人
・児童数：2,808人
・給付費：1,298,232,190円(全額国費)

子ども・家庭支援課

123
【Ｒ元年度新規事業】
遺児等サポート奨学金
事業

　震災以外の要因で保護者を亡くした小・中学生が，
安定した学校生活を送り，希望する進路選択を実現で
きるよう，奨学金を給付する。

・月額金　502人　57,070千円
・卒業一時金
【小学生】 36人　5，400千円
【中学生】 77人　15，400千円 教育庁総務課

71 薬物関連問題相談

　薬物乱用者やその家族に対し，個別に相談に応じる
とともに，必要に応じ医療機関などを紹介する。
対象：県民

　精神保健福祉センター及び保健所・支所において，延べ
116件（うち仙台市分72件)の薬物関連相談を受け付け，適
切な支援を行った。

薬務課
精神保健福祉センター

72
子どもの心のケア推進
事業

　東日本大震災により，心に深い傷を負った子どもた
ちに対し，医療的なケア，助言や支援を行うほか，直
接子どもたちの支援にあたる専門職員への研修等を
行う。

①児童精神科医及び臨床心理士の派遣数：年間延べ31回
②子どもの心の健康サポート事業
　1市2町が実施する乳幼児健診へ派遣：延べ21人
③支援員等向け研修事業：延べ22回 子ども・家庭支援課

73
子どもの心のケア地域
拠点事業

　東日本大震災で被災し，心に深い傷を負った子ども
たちに対し，きめ細やかな心のケアを推進する。宮城
県精神保健福祉協会みやぎ心のケアセンターに事業
を委託し，子どもの心のケアに関する事業を行う。

・相談人数：延べ373人
・専門職派遣：229件
・研修：47件

子ども・家庭支援課

74
被災児童やその家族
等を支援するための
相談・援助事業

　東日本大震災による被災の影響を受けている子ども
たちが抱える課題を解決し，元気で健やかな子どもの
成長を見守る安心な社会づくりの推進を図るため，被
災した子どもの健康・生活面等における支援の強化に
必要な施策を総合的に実施する。

・子育て支援イベントの開催　2市3町

子育て社会推進室
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75
緊急ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等
派遣事業

　私立学校に在籍する被災児童・生徒等の心のケア，
教職員・保護者等への助言・援助，生徒指導，進路
指導・就職支援体制強化等様々な課題に対応するた
め，スクールカウンセラー等を設置し，被災した児童生
徒が安心して学校生活が送れるように支援する。

・学校法人へ委託し,相談業務を行う。
・委託した法人数：延べ6学校法人
・スクールカウンセラー等を設置した学校数：延べ9校

私学・公益法人課

76 教育相談充実事業

　問題を抱える児童生徒への支援及び問題行動等の
未然防止・早期対応のために，相談・支援体制の一
層の整備を図る。
①小・中学校へのスクールカウンセラーの配置
②教育事務所専門カウンセラーの配置
③適応指導教室へのボランティア派遣
④心のケアに係る研修会の実施
⑤心のケアに係る外部人材活用
⑥学校教育活動復旧支援員の配置
　（市町村委託事業）
⑦けやき支援員の派遣

①小学校広域カウンセラーの配置

・仙台市を除く全市町村に配置し，域内の全ての小学校に対応。

　相談件数：23,336件

　相談人数：25,038人

・中学校スクールカウンセラーの配置

　仙台市を除く全公立中学校134校に配置（義務教育学校後期課

程を含む）。

　相談件数：17,198件

　相談人数：18,859人

②教育事務所専門カウンセラーの配置

・相談件数：2,100件，相談人数：2,457人

・各教育事務所等2人，計14人を配置

　（一事務所当たり年間70回）

③適応指導教室へのボランティア派遣

・4人，2教室に26回派遣

④心のケアに係る研修会等の実施

・各教育事務所で7回実施

・県教委主催研修会を8回実施

・市町村教委等単位研修会5市町7回

⑤心のケアに係る外部人材活用

・市町村教育委員会研修会0回

⑥学校教育活動復旧支援員の配置

・石巻市，塩竈市，大崎市，大河原町，女川町の5市町15人

⑦けやき支援員の派遣

・県内15か所の適応指導教室に5人の支援員を派遣

義務教育課

77
心の復興支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
推進事業

　児童生徒の豊かな人間関係を構築することを目的に
推進してきたみやぎアドベンチャープログラム（MAP）
の手法を用いて，震災後の児童生徒の心の復興を図
るとともに，すべての児童生徒にとって居心地のいい，
安心して学ぶことができる環境づくりを進める。

　MAPの手法を用いて，震災後の児童生徒の心の復興を図
るとともに，すべての児童生徒にとって居心地の良い，安心し
て学ぶことができる環境づくりを進めた。
・要請のあった学校への指導者派遣：10回
・県内指導者研修会：2回開催
　※2回目は，心の復興支援研修会を兼ねる
　※3回目は，マナーアップ・フォーラムでの実践を行うもので
あったが，台風の影響により中止とした。
・心の復興支援研修会：1回開催
・実践指定校を指定：2校（蔵王高，気仙沼向洋高）

高校教育課

78
東日本大震災みやぎ
こども育英基金事業

　震災で保護者を亡くした子供たちの修学等を支援す
るため，国内外から寄せられた寄附金を活用し，奨学
金等を給付する。

【未就学児】
・給付人数　8人（延べ）
・給付額　　　890千円
【小学生から大学生】
・一時金　137人（延べ）　　51,000千円
・月額金　594人（延べ）　 372,330千円

教育庁総務課
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重点施策４　青少年の非行や被害の防止・保護

番号 関連事業名 事業内容 令和元年度実績 主管課・室等

79 暴走族根絶推進事業

　関係機関が一体となり，暴走族の反社会性等につい
て県民へ周知。また，青少年の暴走族加入の阻止及
び脱会の支援
①暴走族根絶対策研修会の開催
②モデル市町村の指定
③暴走族相談員の委嘱
④啓発チラシの配布

①交通安全対策協議会を通じたマナーアップみやぎ運動として
暴走族根絶運動を推進

（7月30日，県庁みやぎ広報室，約60人参加）

②啓発チラシの掲載及び市町村・交通安全関係団体等への広報

周知
（県・県警HP掲載）

総合交通対策課
警察本部交通指導課

80
少年補導センター運営
指導
【市町村総合補助金】

・運営費の助成等
　対象：少年補導センター(8か所)

・白石市，岩沼市，名取市，多賀城市，塩竈市，大崎市，石
巻市，気仙沼市に設置されている少年補導センター8か所に
助成。

共同参画社会推進課

81
青少年健全育成啓発
活動

　青少年健全育成県民総ぐるみ運動を中心とした啓
発活動を展開する。
対象:青少年健全育成団体,県民
　また，青少年のインターネット安全利用について啓
発を図るため，「青少年のインターネット安全安心利用
推進フォーラム」を開催するとともに，スマートフォンの
適切な利用方法を学ぶ啓発パンフレットを作成・配布
する。

5月22日に青少年健全育成県民総ぐるみ運動推進会議
県庁講堂で開催
・青少年健全育成県民総ぐるみ運動啓発資材の作成・配布
・健全育成啓発DVD・ビデオ・パネルの貸し出し（69件）
・1月23日にインターネット安全安心利用推進フォーラムをエ
ル・パーク仙台で開催。43人参加。
・パンフレットを47,000部作成し，県内全ての中学1年生に配
布するとともに，次年度の高校1年生に届くよう，3月に各高等
学校に配布。

共同参画社会推進課

82
学校警察連絡協議会
連絡会議

　各警察書管轄区域内において，学校と警察とが参
加する学校警察連絡協議会が情報交換を行い，児童
生徒の非行を防止し，児童生徒を犯罪等から守ること
により，児童生徒の健全な育成を図る。

・学校警察連絡協議会：2回実施（6月，11月）
　県内25警察署管内の学校警察連絡会議代表校と県警本
部生活安全部少年課，交通指導課，義務教育課，高校教
育課，スポーツ健康課，仙台市教育委員会が出席し，情報
交換を行った。（2回計78人　参加）

高校教育課

83 非行防止教室の開催

　各警察署に配置された少年警察補導員を中心に，
小・中・高等学校において，児童生徒の発達段階に
応じた非行防止教室を開催し，規範意識の向上を
図る。

　小学校219校，中学校120校，高校51校で開催し，規範意
識の向上を図った。

警察本部少年課

84
少年警察ボランティア
事業

　少年補導員，大学生による少年健全育成ボランティ
ア「ポラリス宮城」，児童生徒健全育成ボランティア
「アルカス」等の少年警察ボランティアの活動を活性化
し，少年非行防止活動を推進する。

　県内550人の少年補導員が各地区において、街頭補導活
動や街頭における非行防止啓発等キャンペーン活動に取り
組んだほか、少年警察ボランティア宮城県大会を開催し活動
の活性化を図った。大学生による少年健全育成ボランティア
「ポラリス宮城」として7大学の大学生50人を登録し，街頭に
おける非行防止啓発等キャンペーン，非行防止教室等の健
全育成活動に取り組んだ。

警察本部少年課

85 サイバーパトロール

　インターネット上を流通する青少年の関与が疑われ
る違法・有害情報について，インターネット端末を使用
して把握し，青少年の非行防止に努める。

・サイバー防犯ボランティアと連携した児童被害防止対策と
して，コミュニティサイトにおける不適切な書き込みを，1,078
件発見し事業者に通報，そのうち821件が削除・凍結され
た。 警察本部

サイバー犯罪対策課

86
宮城県複合カフェ防犯
連絡協議会

　利用者（青少年を含む）等の防犯意識の普及高揚に
努め，ネットワーク利用犯罪の未然防止と犯罪発生時
の被害拡大防止を図り，業界の健全な発展と安全な
県民生活の確保に向けた取り組みを行う。
対象：関係団体・事業者

H30年度発展的解消のため実績なし

警察本部

サイバー犯罪対策課

87
国連薬物乱用根絶
宣言支援事業「ダメ。
ゼッタイ。」普及運動

　高校生を中心としたヤングボランティアが薬物乱用
防止の啓発を行う。併せて，国連支援の街頭募金を実
施する。
対象：県民

・県内各地の薬物乱用防止指導員による啓発用パネルの展
示，パンフレット等の配布，啓発用ビデオの上映，集会，会
合等での薬物乱用問題の話し合い等を延べ547回行った。
・各市町村の祭事（夏祭り等）において啓発活動を実施。
　また，延べ632枚のポスターの掲示を行った。

薬務課
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88
薬物乱用防止指導員
事業

　県内の薬物乱用防止指導員が県内各地において指
導・啓発を行う。
対象：県民

・県内10か所で延べ330人の薬物乱用防止指導員やヤング
ボランティア等の参加により8,480人の県民に対して薬物乱
用防止の啓発活動を実施するとともに，国連支援街頭募金
活動を行った。 薬務課

89
薬物乱用防止教室
講師育成・派遣事業

　薬務課及び保健所が教育関係機関及び警察との連
携の下，学校薬剤師等を小中高校生を対象とした薬
物乱用防止教室の講師として育成し，派遣する。

・県内302校1団体（計303団体）が開催した薬物乱用防止教
室に講師を派遣し，28,125人の児童・生徒等に対し啓発講
義を行った。

薬務課

90
薬物乱用防止教室
指導者講習会

　薬物乱用防止教室の開催を推進するため，指導者
（教員，学校医，学校薬剤師，警察職員等）に対し
て，学校教育及び児童生徒の実情等についての講習
会を行い，もって薬物乱用防止教育の充実に資する。
対象：教室指導者

　文部科学省委託事業に該当しなかったため予算が取れず「薬

物乱用防止教室指導者講習会」を開催できなかった。

スポーツ健康課

91 子ども人権対策事業

　子ども虐待防止への取組としての啓発パンフレット
等の作成配布及び虐待防止ネットワーク・連絡協議会
関係者の研修会等の実施。
対象：児童福祉・教育・医療機関とその関係者

①啓発物配布
・児童虐待防止啓発物として児童虐待対応ダイヤル「１８９」
を記載したボールペン・コットンバッグ2,000個を配布
②研修会
・1回実施　延べ：61人

子ども・家庭支援課

92
家庭相談員（室）設置
事業

　各家庭児童相談室に家庭相談員を配置し，相談業
務を行う。
①家庭における児童養育に関する相談
②児童に係わる家庭の人間関係に関する相談
③その他家庭児童の福祉に関する相談。
対象：県民

・相談人数　延べ255人

子ども・家庭支援課

93 人権問題啓発事業

　保健福祉事務所が市町村等関係機関の職員等を対
象に，児童虐待やＤＶ等に関する研修会等を開催し，
子どもの権利擁護についての理解を深める。

・研修会：1回実施　延べ124人

子ども・家庭支援課

94
児童虐待防止強化
事業

　近年増加傾向にある児童虐待に対処するため，児
童相談所に配置した非常勤職員からの市町村への助
言等による市町村の要保護児童対策地域協議会の強
化，親子再統合の実践研修等を受講することによる児
童相談所職員の専門性の向上，夜間休日の児童相
談所全国共通ダイヤルの受付業務の民間委託による
児童虐待の早期対応の強化等を図る。

・市町村派遣回数：80回
・夜間休日通告受付件数：502件

子ども・家庭支援課

95
児童虐待防止・保護
活動

　児童虐待を防止するための広報・啓発活動を実施
し，関係機関との連携，強化及び迅速かつ的確な保
護活動を推進する。

　10月24日，宮城県庁講堂において，関係機関との連携及
び現場対応能力向上を図ることを目的に，児童相談所・警察
合同研修会を実施した。64人参加。

警察本部

県民安全対策課

96
児童家庭支援センター
事業

　気仙沼市内の「旭が丘学園」に児童家庭支援セン
ターを設置し，地域の子ども及び家庭に関する諸問題
について相談に応じ，指導助言を行う。

・来所相談：述べ84件
・電話相談：延べ482件
・訪問相談：延べ554件

子ども・家庭支援課
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97 児童保護支援事業

　里親制度の普及促進や里親の能力向上を図り，児
童の里親委託の推進を図る。

・延べ相談実施件数：1,459件
・里親による相互交流　実施回数：28回
　延べ参加人数：711人

子ども・家庭支援課

98 少年相談活動

　警察本部少年課に，少年相談電話及びいじめ110
番の相談電話を設置し，また，県下各警察署の生活
安全課において，少年の非行やいじめについての相
談に応じる。

　令和元年中，警察本部及び県下各警察署での受理件数
1,559件（前年比+277件）。少年相談電話や直接来訪した
相談者からの少年の非行・問題行動について相談対応を
行った。 警察本部少年課

99
心の健康づくり推進
事業（自死対策事業）

　心の健康問題に関する相談支援体制を整備するとと
もに，地域精神保健福祉活動の質の向上を図るため，
相談支援従事者の人材養成を行う。
　一人でも多くの人を自死から救うため，総合的な自死
対策の推進体制を整備するとともに，個別の各種自死
対策を行う。

・宮城県自死対策推進センターの運営
・地域自死対策研修会開催：1回
・宮城県自死遺族支援連絡会によるシンポジウム開催：1回

精神保健推進室

100 春・秋の交通安全運動

  春・秋の交通安全運動の開始に合わせて関係機関
が集う出発式を挙行し，県民に交通ルールの遵守や
交通マナーの向上を呼びかけるなど，交通安全意識
の高揚に努め，交通事故の防止を図る。

①春の交通安全県民総ぐるみ運動出発式
　（5月10日，県警察本部駐車場，約500人参加）
②秋の交通安全県民総ぐるみ運動出発式
　（9月20日，県警察本部駐車場，約400人参加）
③啓発チラシ，ポスターの作成及び市町村・交通安全関係
団体等への配布

総合交通対策課

101
安全・安心まちづくり
推進事業

誰もが安心して暮らすことができ，特に次代を担う子ど
もたちが犯罪に巻き込まれることのない安全な地域社
会の実現を目指し，「犯罪のない安心して暮らすことの
できる安全なまちづくり」を県民運動として進める。

・安全・安心まちづくり活動リーダー養成講座の開催：2回（参
加者：46人）
・地域安全教室講師派遣事業として地域で開催される安全
教室に講師派遣：21回
・「全国地域安全運動宮城県大会～みんなの「みやぎ」安
全・安心まちづくり～を開催
（警察本部，（公社）宮城県防犯協会連合会と共催）参加
者：約400人
・県民のつどい～安全・安心まちづくりフォーラム～の開催
（すばらしいみやぎを創る協議会と共催）参加者：187148人
・犯罪予防のためのリーフレットの作成・配布
　（防犯リーフレット：県内の全小学校新入生に配布，
性被害未然防止リーフレット：大学，高等学校，専修学校，
各種学校新入生に配布，子どもを犯罪の被害から守る条例
啓発リーフレット：各種会議で配布）
・ショッピングモール内で子ども向け防犯イベントの実施（計
31回，リーフレットを配布）
・安全・安心まちづくり地域ネットワークフォーラムを開催（計2
回，87人参加）

共同参画社会推進課

102
ネット被害未然防止
対策事業

　児童生徒に携帯電話やスマートフォン等によるネット
利用に係る情報モラルを身につけさせるとともに，掲示
板やSNS等のネットパトロールを実施し，児童生徒の
ネット被害を未然に防止する。

①ネットパトロール事業（外部委託）
　・投稿の監視件数：590,125件
　・監視対象：掲示板，プロフ，ツイッター等

　・検索対象学校数：508校
　・問題投稿件数：1,579件
　・削除依頼件数：11件

　・要監視・要注意レベル投稿：1,568件
②ネットパトロールスキルアップ研修会

　・内容
　・ネット被害未然防止対策に関する講演
　・Web教材を活用したSNSの特性・対応に関する実技講習

　・参加人数：64人（公私立学校教員）
③ネット被害未然防止講演会
　・対象：県立高等学校の生徒，保護者，教職員

　・各校が県警や携帯電話会社等を活用するなど企画実施

高校教育課

103
サイバーセキュリティ・
カレッジ

　青少年が適切にインターネットを利用，被害者や加
害者にならないように，具体的な事例の紹介等を通じ
て，情報モラルやサイバーセキュリティに関する知識を
身に付けさせるための講演を実施する。

・サイバー犯罪対策課（民間委託を含む。）で実施した，高
校生や大学生，児童生徒の教育を担う保護者や教職員，企
業等を対象とした，令和元年度におけるサイバーセキュリティ
カレッジの状況は，実施回数44回，受講者合計2,967人とな
る。

警察本部

サイバー犯罪対策課
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重点施策５　青少年を支援するネットワークづくり

番号 関連事業名 事業内容 令和元年度実績 主管課・室等

104
子ども・若者支援ネット
ワークの推進

　社会生活上, 困難を有する子ども・若者（概ね30歳代ま

で）に対する支援を効果的かつ円滑に実施するため，関係

支援機関等のネットワークの構築，強化を進めるもの。ま

た，「石巻圏域子ども・若者総合相談センター」を運営し，

ワンストップの相談体制等による支援の充実を図る。

（１）子ども・若者支援地域協議会の運営

①宮城県子ども・若者支援地域協議会

②石巻圏域子ども・若者支援地域協議会

（２）石巻圏域子ども・若者総合相談センターの運営

（１）宮城県子ども・若者支援地域協議会

①宮城県子ども・若者支援地域協議会

・代表者会議：R1.10.4開催

・実務担当者部会（４圏域で開催）

　(仙台圏域：10.30開催　大崎・栗原圏域：11.15開催　登米・気仙

沼圏域：11.7開催　仙南圏域：11.27開催）

②石巻圏域子ども・若者支援地域協議会(H30.6.18設置）

・R1.6.13開催

（２）石巻圏域子ども・若者総合相談センター

・H30.7.3開所

相談件数：728件（延べ）

共同参画社会推進課

105
市町村民会議活動
支援事業

　各市町村民会議が他の関係機関等と連携しながら
実施する事業へ，県民会議からの補助事業や講師派
遣事業の活用を推進するなど支援する。

・市町村民会議8団体へ補助を行った。
・市町村や市町村民会議，各種団体からの要望に応じ，「お
じゃまします事業」として研修会等に講師を派遣した。
　派遣件数（県出前講座含）：8件

青少年のための宮城

県民会議

（共同参画社会推進課）

106
子育て県民運動推進
事業

　子どもの成長や子育てを地域で支えるため，「地域
みんなで！子育ておせっかい♪」を合言葉に取り組む
「子育て支援を進める県民運動」を推進し，県内に子
育て支援の輪を広げることにより，「子育てにやさしい
宮城県」の実現を図る。

・子育て支援パスポート事業
　利用者や協賛店舗の増加を図るためのプロモーションに取
り組んだ。
　利用者登録数：21,259人　協賛店舗数：2,181店（令和元
年度末時点）
・企業向け少子化対策セミナーの開催
　参加者数：約100人
・情報誌「はぴるぷみやぎ」の発行（年4回，各15,000部）
・官民イベント「子育て応援団すこやか2019」
　来場者：約19,100人

子育て社会推進室

107
学校警察連絡協議会
の開催

　各学校と所轄の警察署が定期的に情報交換を行
い，児童生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

　県下各警察署と管内の学校との間で，各地区学校警察連
絡協議会を開催した。令和元年度は総会（定例会）など県下
合計で76回開催され，情報交換や事例研究等を行った。 警察本部少年課

義務教育課

高校教育課

108
みやぎ児童生徒ｻﾎﾟｰﾄ
制度

　警察と学校が問題行動に関する情報交換を行い，
具体的な対策を講じ，少年の再非行等の防止を図る。
対象：小・中・高校生

　本制度は，平成14年10月から実施されている制度で定着
化しており，警察と学校関係者との情報交換が効果的に行
われた。 警察本部少年課

義務教育課

高校教育課

私学・公益法人課

109
青少年育成支援者
養成事業

　地域における青少年健全育成活動の充実を図るた
め市町村民会議の活動や結成促進の中核となる推進
指導員を設置し，県民運動の地域定着化を促進す
る。また，研修会等の実施により自らの資質の向上に
務めるとともに実行力及び指導力の強化を図る。

・青少年育成推進指導員の委嘱：186人
　（委嘱期間：令和元年6月1日～令和3年5月31日）
・推進指導員を中心とした「研修大会」(内閣府主催「子供・
若者育成支援のための地域連携推進事業」北海道・東北ブ
ロック研修会を兼ねる），「県民のつどい」，3地区の「地域研
修会」で青少年のインターネット安全利用についての研修会
を開催した｡

青少年のための宮城

県民会議

（共同参画社会推進課）

110 児童健全育成事業

　児童館の新任職員を対象とした研修や，放課後児
童クラブに従事する者を対象とした研修などを行い，
人材の資質向上及び専門性の向上を図る。

①のびのびサロン
・運営日数：119回（毎週火曜日から木曜日まで）
・利用者数：延べ2,744人

②研修会
・子ども総合センターで, 児童館職員・放課後児童支援員等
　を対象に研修会を開催した。
※放課後児童支援員都道府県認定資格研修
　修了者：440人
※放課後児童支援員等資質向上事業に基づく研修
　参加者：450人

子育て社会推進室

111 現任保育士研修事業

　保育士の専門性と実践力の向上を図るため，各種研
修を行う。

・所長研修　第1回：90人　第2回：87人
・カウンセリング基礎A日程：40人
・カウンセリング基礎B日程：40人
・カウンセリング応用：28人
・相談支援に関する研修会第1回：74人
・相談支援に関する研修会第2回：68人
・大学派遣研修A：59人
・大学派遣研修B：55人　　※数字は延べ人数

子育て社会推進室
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112
地域学校協働活動
推進事業

　家庭・地域と学校が協働する仕組み・組織をつくり，
モデル実践等において協働教育を展開するとともに，
県全体での協働教育推進のための環境整備を図る。

・宮城県協働教育コーディネーター研修会：328人
　実施会場：県庁・石巻合同庁舎
・地域連携担当者研修会：335人
　実施会場：5教育事務所
・協働教育研修会：886人
　実施会場：5教育事務所
・「みやぎ教育応援団」情報交換会：133人
　実施会場：県庁・登米合同庁舎
・放課後児童クラブ指導員等ブロック研修会：196人
　実施会場：東松島市他
・放課後子供教室指導者等研修会32人
　実施会場：グランディ21

生涯学習課

113
みやぎらしい家庭教育
支援事業

　地域において家庭教育に関する相談に応じる支援
者の育成及び家庭教育支援チーム設置の普及を図る
とともに，その活用を促進し，家庭の教育力向上を支
える環境整備を目指す。

・子育てｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座
　5圏域毎4回実施（参加者148人，修了者81人）
・子育てｻﾎﾟｰﾀｰﾘｰﾀﾞ-養成講座
　4回実施（参加者326人，修了者60人）
・子育てｻﾎﾟｰﾀｰﾘｰﾀﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ研修
　1回実施（参加者88人）
・宮城県家庭教育支援チーム連絡会議・研修会
　3回実施（参加者235人）
・学ぶ土台づくり自然体験活動
　県立自然の家で計6回実施（参加者256人）
・父親の家庭教育参画支援事業
　県内3箇所（大崎市，名取市，多賀城市）で計3回
　実施（参加者146人）
・子育て・家庭教育支援フォーラム
　1回実施（参加者122人）

生涯学習課

114 児童手当給付事業

　市町村が児童を養育する者に支給する手当の一部
を負担する。
対象：中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末ま
で)の国内に住所を有する児童
支給額　・0～3歳未満   　 一律1万5千円
　　　　　 ・3歳～小学校まで
　　　　　    第1子，第2子 　   　1万円
　　　　　    第3子以降　          1万5千円
　　　　 　・中学生  　　     一律1万円
　　　　   ・所得制限以上　一律5千円
＊費用は事業主・国・県，市町村負担

・受給者数：159,516人
・支給対象児童数：261,756人
・県負担費：5,068,966,942円

子ども・家庭支援課

115
乳幼児医療費助成
事業

　乳幼児期の医療費に係る経済的負担を軽減し，適
切な受診機会を確保することで児童の健全育成を図る
もの。（市町村が乳幼児医療費の自己負担額を助成し
た場合，その1/2を県が補助する）
補助対象：義務教育就学前児童(入・通院)

・対象者数：86,441人
・助成費：1,449,744,000円

子ども・家庭支援課

116 施設型給付費負担金

　私立の幼稚園（新制度に移行した施設に限る），保
育所，認定こども園を利用した場合の施設型給付費に
ついて，子ども・子育て支援法に基づき，一部を負担
するもの。
※　負担割合　国1/2，県1/4，市町村1/4

・対象施設数
　新制度幼稚園：30施設
　認定こども園：52施設
　私立保育所：269施設

・県負担額：6,298,945,357円

子育て社会推進室

117
地域型保育給付費
負担金

地域型保育事業（小規模保育，家庭的保育，居宅訪
問型保育，事業所内保育）を利用した場合の地域型
保育給付費について，子ども・子育て支援法に基づ
き，一部を負担するもの。
※　負担割合　国1/2，県1/4，市町村1/4

・対象施設数
　小規模保育：197施設
　家庭的保育：57施設
　居宅訪問型保育：0施設
　事業所内保育：25施設
□特例保育（へき地保育所）：6施設

・県負担額：1,762,016,118円

子育て社会推進室

118
地域子ども・子育て
支援事業

　市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業に対
し，子ども・子育て支援法に基づき，一部を補助するも
の。
※　補助率　国1/3，県1/3，市町村1/3

①利用者支援事業
②延長保育事業
③実費徴収に伴う補足給付を行う事業
④多様な事業者の参入促進・能力活用事業
⑤放課後児童健全育成事業
⑥子育て短期支援事業
⑦乳児全戸訪問事業
⑧養育支援訪問事業
⑨子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
⑩一時預かり事業
⑪地域子育て支援拠点事業
⑫病児保育事業
⑬子育て援助活動支援事業

実績額：2,386,424,000円

子育て社会推進室
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重点施策６　青少年を取り巻く社会環境の整備

番号 関連事業名 事業内容 令和元年度実績 主管課・室等

119 青少年保護対策事業

　青少年を取り巻く有害環境を浄化し，青少年を保護
するための事業を展開するもの。
①青少年環境浄化モニター設置事業
②立入調査活動等
③有害環境実態調査

①87人のモニター員を運用
②図書類取扱店舗や携帯電話事業者など（131店舗）に立
入調査を実施した。
③有害環境実態調査は，隔年実施としているため，平成31
年度の実績はなし。（令和２年度実施予定）

共同参画社会推進課

120
情報モラル教室の
開催

　少年警察補導員を中心に小・中・高等学校におい
て，警察で取り扱うインターネット利用犯罪の現状や
フィルタリングの設定，安全利用のルールなど，情報モ
ラルの向上を図る教室を開催する。

　令和元年中，小学校195回，中学校159回，高校で77回実
施し，情報モラルの向上を図った。

警察本部少年課

121
みやぎ違反広告物
除却サポーター制度

　公道，公園内の電柱や信号機に貼られている違法
な「はり紙」を自主的に除去しようとするボランティア団
体を支援し，街の美観等の保持・環境の浄化を図る。

・委任件数：56団体
・構成員数：963人
・除却活動回数：延べ762回
・参加者：延べ1,975人
・除却枚数：71枚

都市計画課
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基本理念 ３つの柱
６つの

重点施策
事業番号 事業名  担　当　課　室　名

1 基本的生活習慣定着促進事業 教育企画室
2 「学ぶ土台づくり」普及啓発事業 教育企画室
3 「はやね・はやおき・あさごはん」推奨運動 教育企画室
4 夏休み一日飼育体験 食と暮らしの安全推進課
5 動物ふれあい教室 食と暮らしの安全推進課
6 志教育支援事業 義務教育課
7 高等学校「志教育」推進事業 高校教育課
8 市町村子ども読書活動支援事業 生涯学習課
9 小中学校学力向上推進事業 義務教育課
10 学級編制弾力化事業 義務教育課
11 みやぎの子どもの体力運動能力充実プロジェクト スポーツ健康課
12 高等学校学力向上推進事業 高校教育課
13 進学拠点校等充実普及事業 高校教育課
14 実践的英語教育充実支援事業 高校教育課
15 みやぎの食育推進事業 健康推進課
16 子どもの健康を育む総合食育推進事業 スポーツ健康課
17 未成年者の喫煙防止対策 健康推進課
18 がん教育事業 健康推進課
19 母子保健児童虐待予防事業 子ども・家庭支援課
20 思春期健康教育支援事業 子ども・家庭支援課
21 学校保健総合支援事業 スポーツ健康課
22 薬物乱用防止教室の開催 スポーツ健康課，警察本部少年課
23 消費生活講座開催事業 消費生活・文化課
24 消費者啓発事業 消費生活・文化課
25 金融広報活動支援事業 消費生活・文化課
26 明るい選挙啓発事業 宮城県選挙管理委員会事務局
27 みやぎの青少年意見募集事業 共同参画社会推進課

28 少年の主張大会実施事業
青少年のための宮城県民会議
（共同参画社会推進課内）

29 高校生による地域活動の紹介
青少年のための宮城県民会議
（共同参画社会推進課内）

30 「家庭の日」「あいさつ運動」推進事業
青少年のための宮城県民会議
（共同参画社会推進課内）

31 農村青少年指導者研修事業 農業振興課
32 少年団体指導者研修事業（ジュニア・リーダー研修会） 生涯学習課
6 志教育支援事業（再掲） 義務教育課
7 高等学校「志教育」推進事業（再掲） 高校教育課
33 こどもエコクラブ支援事業 環境政策課
34 宮城県みどりの少年団育成 自然保護課
35 ネクストリーダー養成塾実施事業 共同参画社会推進課
36 みやぎの若者社会参画促進事業 共同参画社会推進課
37 内閣府「青年国際交流事業」の募集等 共同参画社会推進課
38 外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム） 国際企画課
39 国際理解教育支援事業 公益財団法人宮城県国際化協会
14 実践的英語教育充実支援事業（再掲） 高校教育課
40 高卒就職者援助事業 雇用対策課

41 みやぎ若年者就職支援センター事業
雇用対策課
（みやぎ若年者就職支援センター）

42 進路達成支援事業 高校教育課
43 若者等人材確保・定着支援事業 雇用対策課
44 新規大卒者等就職援助事業 雇用対策課
45 ひきこもり対策推進事業 精神保健推進室
122 宮城県若者こころの支援モデル事業 精神保健推進室
46 子どもメンタルサポート事業 子ども・家庭支援課

47 みやぎの若者の職業的自立支援対策事業
雇用対策課
（みやぎ若年者就職支援センター）

48 いじめ対策・不登校支援推進事業 義務教育課
49 生徒指導支援事業 義務教育課
50 いじめ対策・不登校対策強化事業 高校教育課
51 総合教育相談事業 高校教育課
52 高等学校スクールカウンセラー活用事業 高校教育課
53 私立高等学校等就学支援金 私学・公益法人課
54 私立高校生等奨学給付金 私学・公益法人課
55 私立高等学校等学び直し支援金 私学・公益法人課
56 私立中学校等修学支援実証事業 私学・公益法人課
57 友・遊ななつもり 障害福祉課
58 外国籍児童生徒支援事業 公益財団法人宮城県国際化協会
59 特別支援教育システム整備事業 特別支援教育課
124 緊急ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等派遣事業 特別支援教育課
60 高等学校等育英奨学資金貸付金 高校教育課
61 公立高等学校等就学支援金 高校教育課
62 高校生等奨学給付金 高校教育課
63 公立高等学校学び直しへの支援金 高校教育課
64 高等学校の定時制課程及び通信制課程修学資金貸付 高校教育課
65 高等学校定時制課程教科書及び通信制課程教科書学習書給与費助成事業 高校教育課
66 スクールサポーター事業 県警本部少年課
67 非行少年の立ち直り支援活動 県警本部少年課
68 児童扶養手当給付事業 子ども・家庭支援課
69 母子・父子家庭医療費助成事業 子ども・家庭支援課
70 特別児童扶養手当給付事業 子ども・家庭支援課
123 遺児等サポート奨学金 教育庁総務課
71 薬物関連問題相談 薬務課

令和元年度宮城県青少年関連事業等一覧表
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72 子どもの心のケア推進事業 子ども・家庭支援課
73 子どもの心のケア地域拠点事業 子ども・家庭支援課
74 被災児童やその家族等を支援するための相談・援助事業 子育て社会推進室
75 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 私学・公益法人課
76 教育相談充実事業 義務教育課
77 心の復興支援プログラム推進事業 高校教育課
78 東日本大震災みやぎこども育英基金事業 教育庁総務課
79 暴走族根絶推進事業 総合交通対策課，警察本部交通指導課
80 少年補導センター運営指導（市町村総合補助金） 共同参画社会推進課
81 青少年健全育成啓発活動 共同参画社会推進課
17 未成年者の喫煙防止対策（再掲） 健康推進課
82 学校警察連絡協議会連絡会議 高校教育課
49 生徒指導支援事業（再掲） 義務教育課
50 いじめ・不登校等対策強化事業（再掲） 高校教育課
83 非行防止教室の開催 県警本部少年課
84 少年警察ボランティア事業 県警本部少年課
85 サイバーパトロール 県警本部サイバー犯罪対策課
86 宮城県複合カフェ防犯連絡協議会 県警本部サイバー犯罪対策課
87 国連薬物乱用根絶宣言支援事業「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 薬務課
88 薬物乱用防止指導員事業 薬務課
89 薬物乱用防止教室講師育成・派遣事業 薬務課
71 薬物関連問題相談（再掲） 薬務課
90 薬物乱用防止教室指導者講習会 スポーツ健康課
22 薬物乱用防止教室の開催（再掲） スポーツ健康課，警察本部少年課
91 子ども人権対策事業 子ども・家庭支援課
19 母子保健児童虐待予防事業（再掲） 子ども・家庭支援課
92 家庭相談員（室）設置事業 子ども・家庭支援課
93 人権問題啓発事業 子ども・家庭支援課
94 児童虐待防止強化事業 子ども・家庭支援課
95 児童虐待防止・保護活動 県警本部県民安全対策課
96 児童家庭支援センター事業 子ども・家庭支援課
97 児童保護支援事業 子ども・家庭支援課
49 生徒指導支援事業（再掲） 義務教育課
50 いじめ・不登校等対策強化事業（再掲） 高校教育課
98 少年相談活動 県警本部少年課
99 心の健康づくり推進事業（自死対策事業） 精神保健推進室
100 春・秋の交通安全運動 総合交通対策課
23 消費生活講座開催事業（再掲） 消費生活・文化課
24 地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（再掲） 消費生活・文化課
101 安全・安心まちづくり推進事業 共同参画社会推進課
102 ネット被害未然防止対策事業 高校教育課
103 サイバーセキュリティ・カレッジ 県警本部サイバー犯罪対策課
81 青少年健全育成啓発活動（再掲） 共同参画社会推進課
104 子ども・若者支援支援体制強化事業 共同参画社会推進課
105 市町村民会議活動支援事業 共同参画社会推進課
106 子育て県民運動推進事業 子育て社会推進室
48 いじめ・不登校等対策推進事業（再掲） 義務教育課
75 緊急スクールカウンセラー等派遣事業（再掲） 私学・公益法人課
76 教育相談充実事業（再掲） 義務教育課
107 学校警察連絡協議会の開催 義務教育課，高校教育課，県警本部少年課

108 みやぎ児童生徒サポート制度
私学・公益法人課，義務教育課，
高校教育課，県警本部少年課

109 青少年育成支援者養成事業
青少年のための宮城県民会議
（共同参画社会推進課内）

110 児童健全育成事業 子育て社会推進室
111 現任保育士研修事業 子育て社会推進室
93 人権問題啓発事業（再掲） 子ども・家庭支援課
89 薬物乱用防止教室講師育成・派遣事業（再掲） 薬務課
90 薬物乱用防止教室指導者講習会（再掲） スポーツ健康課
23 消費生活講座開催事業（再掲） 消費生活・文化課

30 「家庭の日」「あいさつ運動」推進事業（再掲）
青少年のための宮城県民会議
（共同参画社会推進課内）

2 「学ぶ土台づくり」普及啓発事業（再掲） 教育企画室
112 地域学校協働活動推進事業 生涯学習課
113 みやぎらしい家庭教育支援事業 生涯学習課
114 児童手当給付事業 子ども・家庭支援課
115 乳幼児医療費助成事業 子ども・家庭支援課
116 施設型給付費負担金 子育て社会推進室
117 地域型保育給付費負担金 子育て社会推進室
118 地域子ども・子育て支援事業 子育て社会推進室
23 消費生活講座開催事業（再掲） 消費生活・文化課
119 青少年保護対策事業 共同参画社会推進課
1 基本的生活習慣定着促進事業（再掲） 教育企画室

102 ネット被害未然防止対策事業（再掲） 高校教育課
120 情報モラル教室の開催 県警本部少年課
103 サイバーセキュリティ・カレッジ（再掲） 県警本部サイバー犯罪対策課
85 サイバーパトロール（再掲） 県警本部サイバー犯罪対策課
86 宮城県複合カフェ防犯連絡協議会（再掲） 県警本部サイバー犯罪対策課
121 みやぎ違反広告物除却サポーター制度 都市計画課
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